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研究要旨 

本研究は、移民労働者を多く受け入れているオーストラリアにおける労働安全衛生教
育の制度・運用実態を把握することを目的として、2025 年 2 月に現地の行政機関（Safe 

Work Australia、Work Safe ACT、Work Safe Victoria）、登録教習機関、民間建設業者（水
道工事会社）を訪問し、現地関係者とのヒアリング調査を実施したものである。本調査を
通じて得られた主要な知見は以下の通りである。 

・オーストラリアの労働安全衛生制度は、移民を含む全労働者に均等に適用される法制
度として整備されており、「PCBUs（事業または事業計画を実施する者）」に対し、母国
語での教育・訓練の提供を義務付ける法的枠組みがある。 

・行政機関では、翻訳資料の整備、通訳支援、動画や視覚教材の活用など、多文化社会に
対応した教育手法が広く用いられている。 

・建設業や農業など、移民労働者が集中する産業においては、国家資格制度（例：White 

Card、High Risk Work License）や実技訓練を通じて、現場での安全を確保する体制が構築
されている。 

・インスペクター（監督官）には、言語確認・作業停止命令・即時罰則等の強力な権限が
与えられており、制度の実効性が担保されている。 

以上の調査結果からは、日本における外国人労働者向け安全衛生教育のあり方を見直
すうえで、制度設計・言語支援・現場対応の 3 つの観点からオーストラリアの制度が有
用な参考となることが明らかとなった。 
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１．研究目的 

 本分担研究の目的は、移民労働者の就労比率が高いオーストラリアにおいて、移民を含む多様な労働
者に対して、どのような労働安全衛生教育が制度的・実務的に実施されているかを明らかにすることで
ある。特に以下の観点に注目し、日本における外国人労働者向けの安全衛生教育制度の改善に資する知
見を得ることを目指している： 

（１）法制度と規制の設計 

 ・安全衛生教育の法的根拠、対象者、義務の構造（例：PCBU の義務、Reasonably Practicable 原則） 

（２）行政の役割と運用 

 ・国および州レベルでの監督機関の役割、監査・指導・罰則等の実施体制 

（３）安全衛生教育の実施方法 

 ・高リスク作業の資格制度、翻訳・通訳対応、訓練機関の教育内容や方法（視覚教材、AR 技術等） 

（４）脆弱な労働者（文化的・言語的に多様な労働者、移民労働者もここに含まれる。若年者、季節労
働者など）への対応方策 

このような多面的な調査を通じ、多文化社会における安全衛生教育の制度的・実務的先進事例を把握
し、わが国への応用可能性を検討することが本研究の中心的な目的である。 

 

２．研究方法 

 本分担研究は、現地訪問による半構造化インタビュー形式のヒアリング調査を通じて、移民労働者に
対する安全衛生教育の制度・運用実態を明らかにすることを目的として実施された。具体的な研究方法
は以下の通りである。 

（１）調査対象の選定 

オーストラリア連邦およびビクトリア州の労働安全衛生行政機関、教育機関、民間建設業者等を対象
とした。訪問先は計 6 機関であった。 

・Safe Work Australia（連邦政府機関） 

・Work Safe ACT（首都特別地域の規制当局） 

・Work Safe Victoria（ビクトリア州の規制当局） 

・水道工事会社の本社及びタンク建設工事現場 

・登録教習機関（Registered Training Organisation；RTO） 

（２）調査手法 

各機関の担当者に対して質的インタビュー（半構造化インタビュー）を実施した。調査内容は以下の
観点に基づいて構成された。 

・法制度および規制の構造 

・高リスク作業ライセンス制度 

・移民労働者・脆弱労働者への支援体制 

・教育訓練の方法（教材、言語対応、AR 活用等） 

・行政による監査・罰則・支援の運用実態 

調査内容の分析により、共通点・相違点・政策的特徴を抽出した。 
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３．研究結果及び考察 

 本章では、各機関からのヒアリング内容を以下の順に章立てして整理する。 

・Safe Work Australia（連邦政府機関） 

・Work Safe ACT（首都特別地域の規制当局） 

・Work Safe Victoria（ビクトリア州の規制当局） 

・水道工事会社の本社及びタンク建設工事現場 

・登録教習機関（Registered Training Organisation；RTO） 

 

３－１．Safe Work Australia 

2025 年 2 月 10 日、オーストラリア連邦政府の機関である Safe Work Australia を訪問し、同国の労働
安全衛生（Work Health and Safety、以下、「WHS」という。）制度、安全衛生教育政策、ならびに外国
人労働者への対応について意見交換を行った。以下に、その主要な内容、制度的特徴、および日本への
示唆を整理する。 

 

３－１－１．Safe Work Australia の役割と法制度の基本構造 

Safe Work Australia は、労働者災害補償および労働安全衛生に関する国家政策機関であり、モデル労
働安全衛生法令（Model WHS Laws）の策定と維持を担っている。この法律体系は、モデル法（Model WHS 

Act）、モデル規則（Regulations）、および実施規範（Codes of Practice）という三層構造から成り、それ
ぞれを補完するガイド資料とともに運用されている。モデル法は、ビクトリア州を除くすべての州・準
州で導入されており、各管轄地域がそれぞれ独自に実施と執行を担っている。 

WHS 法の中心的な主体は「PCBUs（Persons Conducting a Business or Undertaking）」と呼ばれる事業者
概念である。これは、従来の「雇用主」よりも広い意味を持ち、企業や非営利団体などのあらゆる業態
の事業者を対象とする。PCBUsは、直接雇用している労働者に対してのみならず、契約業者や下請企業
の労働者に対しても影響力や指揮命令権を持つ限り、安全配慮義務を負うことになる。この義務は、他
者への委譲や契約による免責が認められない。また、複数の PCBUs が同一の作業または作業環境に関
して義務を負うこともあり、その場合は各 PCBU 間で協議・協力・調整を図ることが求められる。 

PCBUs が負う義務には、WHS 上のリスクを可能な限り排除または最小化すること、安全な作業環境
や設備の提供、適切な訓練・情報・監督の実施、危険の特定とリスクの評価・管理、そして労働者との
継続的な協議が含まれている。 

 

３－１－２．リスク管理と制御措置の階層構造 

WHS におけるリスク管理は、第一に危険の特定、次にリスクの評価、その後リスクの制御、そして最
後に制御措置の見直しという 4 段階で構成される。制御措置には、優先順位に従った階層が存在する。
最も効果的とされるのはリスクの除去（Elimination）であり、これが現実的でない場合には、代替
（Substitution）、隔離（Isolation）、および工学的制御（Engineering Controls）が用いられる。それでも
リスクが残る場合は、手順書や訓練などの管理的制御（Administrative Controls）および個人用保護具（PPE）
による制御が必要となる。 

「合理的に実行可能（Reasonably Practicable）」かどうかの判断にあたっては、リスクの発生可能性や
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重大性、除去・軽減手段の実行可能性と適合性など、あらゆる要素を総合的に検討する。コストの考慮
は最後に行われ、費用がリスクに対して著しく不相応である場合に限り制限要素となり得る。 

 

３－１－３．高リスク作業とライセンス制度 

高リスク作業（High Risk Work）には、クレーン、足場、フォークリフト、ボイラー等を含む 29 種類
の業務が指定されており、これらの作業を行うためにはライセンスが必要である。資格の取得には、ま
ず認定訓練機関（RTO）での訓練を受け、その後、英語による国家統一試験（National Assessment Instrument）
を受験する必要がある。ライセンスの発行および監督は各州政府の規制当局が担っており、発行後も制
限や取消の権限を保持している。なお、取得された国家資格は、ビクトリア州を含む全国で有効である。 

 

３－１－４．WHS リスク管理と外国人労働者への対応 

WHS 法は、すべての労働者および職場に平等に適用されており、外国人労働者も例外ではない。オー
ストラリアでは、外国人労働者の多くが技能移民であり、一定の英語能力を有しているが、それでも言
語面での支援は重要とされている。Safe Work Australia および各州は、10 言語以上に翻訳されたファク
トシートを配布しており、一部の州では日本語資料の提供も行っている。さらに、内務省の政府翻訳サ
ービス（Translating and Interpriting Service；https://www.tisnational.gov.au/?utm_source=chatgpt.com）や「簡
易英語」の使用も推奨されている。 

高リスク作業ライセンス制度においては、職業教育訓練機関（Vocational Education and Training、VET）
と規制当局の役割分担が明確である。教育訓練の実施は職業教育訓練機関が担い、ライセンスの発行と
法令遵守の監督は規制当局が行っている。 

 

３－１－５．ここまでの整理 

モデル WHS 制度は、法制度のモデル化を通じて国家としての統一性と州ごとの自治の両立を実現し
ており、PCBU 概念に基づいた包括的な安全配慮義務、多層的なリスク管理アプローチと実施規範の整
備、高リスク作業への系統的な資格制度、そして外国人労働者に対する翻訳と普及啓発の徹底など、い
ずれの側面においても先進的な制度設計がなされている。これらの仕組みは、日本における外国人労働
者支援制度の整備や安全衛生政策の形成において示唆を与えるものである。 

 

 

  

https://www.tisnational.gov.au/?utm_source=chatgpt.com
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３－２．Work Safe ACT 

2025年 2月１１日に、オーストラリア首都特別地域（ACT）の労働安全衛生規制当局「Work Safe ACT」
を訪問し、現地の労働安全衛生（WHS）制度、監査・教育体制、脆弱な労働者（特に移民労働者）への
対応、法的措置に関して意見交換を行った。本報告はその内容をまとめ、ACT における制度の特徴と我
が国への示唆を整理するものである。 

 

３－２－１．Work Safe ACT の役割と実施体制 

（１）組織概要 

オーストラリア首都特別地域（Australian Capital Territory; ACT）における WHS 法の規制当局として機
能している。機能は主に以下の 3 点である。 

  ・監査・調査・訴追（法執行） 

  ・教育・広報 

  ・州首相への助言（法律の適正性評価） 

（２）監督業務体制 

監督業務体制は、主に予防的監査と事後対応監査に分類される。予防的監査（Proactive）では、労働
災害統計等に基づき高リスク業界に計画的に介入している。一方、事後対応監査（Reactive）では、災害・
通報後に現場調査・是正指導を実施している。 

 

３－２－２．立場の弱い労働者への対応 

（１）対象と方針 

Vulnerable Workers（立場の弱い労働者）に分類されるのは以下の対象者である。 

・CALD 労働者（文化的・言語的に多様な労働者、移民労働者もここに含まれる。）。CALD とは、
「Culturally And Linguistically Diverse（文化的および言語的に多様な）」 又は 「Cultural And Linguistic 

Diversity（文化と言語の多様性）」の略である。 

  ・若年層・高齢者・障害者 

  ・アボリジニ・トレス海峡諸島民、LGBTIQA+の人々 

Work Safe ACT では、これら労働者を高リスク者として重視し、特別対応を講じている。 

（２）主な対策 

主な対策としては、専任の Vulnerable Worker Inspector（立場の弱い労働者を守るための監督官）を 2

名配置している。また、母国語での情報提供・訓練実施を PCBU に義務化（WHS 規則 39(2)）している。
さらに、通訳翻訳サービスの無償提供（100言語、24 時間）、翻訳済みガイドラインの整備（Safe Work 

Australia やニューサウスウェルス州の Work Safe NSW とも連携）している。 

 

３－２－３．法的措置と罰則体系 

（１）業務上過失致死（Industrial Manslaughter） 

WHS 法に明記された犯罪行為であり、最大 20年の懲役、また最大 1800万豪ドル（約 17億円）の罰
金が課される。立証には非常に高い過失基準が必要（重大な無知の証明）である。 

（２）違反レベルと行政処分 

違反は以下のとおり 3 つのカテゴリーに分類される。 
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   ・カテゴリー1：即時危険（深刻） 

   ・カテゴリー2：重大リスク 

   ・カテゴリー3：軽度リスク 

監督官は以下の処分を即時適用可能である。 

   ・作業停止命令（Prohibition Notice） 

   ・是正命令（Improvement Notice） 

   ・現場罰金（On-the-Spot Fine）：720〜6000豪ドル（個人〜法人） 

 特に、現場罰金（On-the-Spot Fine）は、日本の警察官が交通違反の切符を切るように、オーストラリ
ア首都特別地域の監督官が現場で違反を見つけた場合、直ちに個人又は法人に罰金を課すことができる。 
 

３－２－４．教育と予防の重視 

（１）PCBU と労働者への教育 

Work Safe ACT では、PCBU（事業または事業計画を実施する者）に法令遵守のための教育支援を実施
している。また、労働者にも WHS に関する権利と通報義務を教育している。通報が早期対応と災害防
止につながるとの観点から、積極的な情報提供を促進している。 

（２）翻訳と資料の整備 

Work Safe ACT、Safe Work Australia、Work Safe NSW は共同で多言語資料を整備している。また、外
国語話者に対して適切なトレーニング資料がない場合、作業禁止処分を実施可能としている。 

 

３－２－５．ここまでの整理 

Work Safe ACT の主な制度は以下のとおりである。 

・実効性ある監査・罰則体制（On-the-Spot Fine 等） 

・立場の弱い労働者に対する包括的な配慮 

・教育と翻訳支援の組織的整備 

上記の制度は優れており、我が国の制度設計においても、特に外国人労働者対策や予防的監査体制の
構築、行政処分の即時性の確保に関して示唆を与えるものである。 
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３－３．Work Safe Victoria 

2025 年 2 月１２日に、オーストラリア・ビクトリア州の労働安全衛生規制当局「Work Safe Victoria」
を訪問し、移民労働者への対応、多言語情報提供、安全衛生教育、高リスク作業への規制等についての
現地ヒアリングを実施した。本報告では、その制度的特徴と取組の実態を整理し、我が国への示唆を提
示する。 

 

３－３－１．多文化社会に対応した広報と教育戦略 

（１）多言語社会への対応 

ビクトリア州の住民の約 27.6％が自宅で英語以外の言語を使用している。州全体で広報予算の 15％を
多文化向けメディアに投入している。 

翻訳言語を選定する基準は以下のとおりである。 

   ・該当業界における言語話者の人口 

   ・英語力の低さ 

   ・新興移民コミュニティの存在 

（２）情報発信手法 

Work Safe Victoria では翻訳資料の整備を進めており、19言語に対応している。また、動画・アニメー
ション・SNS・ラジオ等の多チャネルに展開している。さらに、QR コードを活用した現場での視覚的安
全教育も実施している。 

 

３－３－２．建設業における安全教育と資格制度 

（１）資格制度 

建設現場で働くためには、安全教育証明カード（通称、White Card）を取得する必要がある。White Card

は建設現場就労に必須の安全教育証明カードであり、6 時間の対面訓練がある。また、WHS規則に規定
されている高リスク作業に従事する場合には、High Risk Work License（高リスク作業ライセンス）が必
要である。High Risk Work License（高リスク作業ライセンス）には、例えば、クレーン、足場、Elevating 

work platforms（EWP；高所作業機）等、30種の作業に必要なライセンスである。 

  これらのライセンスを取得するためには、登録教習機関（RTO）での訓練と英語による試験が必要で
ある。ライセンスは有効期限があり、5年ごとに更新（自己申告によるスキル保持確認）が求められる。 

これに加えて、通称 Yellow Card という業界団体が自主的に実施するトレーニング認定もあるが、こ
ちらは法的義務はない。 

（２）高リスク作業の管理 

高リスク作業を管理するため、Safe Work Method Statement（SWMS）を作成する必要がある。Safe Work 

Method Statement（SWMS）は、19種の高リスク作業において作成義務が課されている。また、監督官に
よる現場指導において、これらの書類の多言語対応、標識・マニュアルの確認が行われる。 

（３）EWP（高所作業機）の労働災害防止対策 

はさまれ災害の防止を目的とした二次防護装置（secondary guarding）の導入を促進している。「はさ
まれ」のリスクがある場合には法的要件となる。また、技術的対策を優先する法規制構造（人的行動に
依存しない）を推奨している。 
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３－３－３．農業現場と季節労働者への配慮 

（１）労働者の背景と制度 

太平洋諸島諸国からの季節労働者を対象とする PALM プログラムにより、多くの一時滞在者が農業現
場に従事しており、その多くが安全衛生教育の未経験者であることから、これらの労働者は高いリスク
にさらされていると認識されている。彼らの在留資格は、就労ビザ、留学ビザ、ワーキングホリデーな
ど多様であるため、画一的な対応ではなく、柔軟で多様性に配慮した教育支援が不可欠とされている。 
（２）教育手段 

こうした背景を受け、農業用機械の安全な使用に関しては、雇用者が教育義務を負っており、現場で
はフィジー語による果物収穫の安全ポスターなど、多言語による図解資料が整備されている。また、海
外から輸入される農業機械についても、国家基準への適合が義務付けられており、雇用者はその使用に
際して適切な安全確保措置を講じる必要がある。 

 

３－３－４．制度設計と運用体制の特徴 

制度設計面では、コンプライアンス・コード（実施規範）により、言語への配慮が法的義務として明
記されているのが特徴である。これにより、資料や教材を作成する際には、事業者や労働者団体、専門
家との協働が重視され、翻訳の精度や視覚的理解を高めるために、専門翻訳者やイラストの活用も推奨
されている。また、現場での実用性を考慮し、印刷物は A5 サイズで携帯しやすい形態で配布されてい
る。 

 

３－３－５．ここまでの整理 

これらの制度や施策を総合的にみると、Work Safe Victoria の取り組みは、多文化共生社会における労
働安全衛生行政の先進的なモデルであると評価できる。とくに、多言語・多媒体による柔軟な情報提供、
現場の実態に即した教育と翻訳支援、リスクに応じた段階的な資格制度および技術的安全管理の重視と
いった特徴は、日本における外国人労働者への対応策や教育制度の質的向上、さらには規制の実効性を
高めるうえでも示唆に富んでいる。 
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３－４．水道工事会社 

2025 年 2 月 13 日に、オーストラリア・ビクトリア州に拠点を持つ水道工事会社のタンク建設工事現
場及び本社を訪問し、安全衛生教育、持続可能性、社会的包摂への取り組み等について聴取した。本報
告書では、視察内容を基に同社の取組みを整理した。 

 

○タンク建設工事現場にてヒアリング 

３－４－１．タンク建設プロジェクトの概要 

今回視察した施工現場では、10メガリットル、すなわち 1 万立方メートル容量のタンクを 2 基建設す
る工事が行われていた。タンクの基礎構造にはロックベースに加えてリングビームが採用されており、
その上に防湿層やジオテキスタイルが敷設されている。上部構造には溶接スチールが用いられており、
溶接作業は機械によるものと手作業の両方が併用されていた。作業用の足場（scaffolding）はタンクの外
周部に仮設され、工事の進行に合わせて高さを調整しつつ移動させながら使用されていた。 

 

３－４－２．安全対策と施工管理 

本工事では設計段階から安全性への配慮が重視されており、クレーンの設置位置や高所作業機（EWP）
の動線計画などにおいて安全確保が前提とされていた。強風時にはクレーンの運転が自動的に停止する
仕組みが導入されており、具体的には風速が秒速 10 メートルを超えると稼働が停止する。作業者には
個人用保護具（PPE）の着用が義務付けられており、作業内容や環境に応じて、ゴーグルやヘルメット
などの安全装備を確実に装着する体制が徹底されていた。 

 

３－４－３．現場環境と排水処理 

工事現場の地盤は主に玄武岩（basalt）で構成されており、十分な強度があることから特別な地盤改良
は実施されていなかった。掘削時に出た土砂や岩石は、その質に応じて選別され、舗装材などとして再
利用されるなど、現場内での資源循環が意識されていた。また、タンク周辺の排水については、spoon 

drain（浅い排水溝）とフィルター、さらに配管を組み合わせた排水システムが構築されており、降雨時
の水たまりや構造物周辺の浸水リスクに対応していた。なお、使用されている鋼材や塗料は基本的にオ
ーストラリア国内製であるが、一部の計測機器については日本製が用いられていた点も印象的であった。 
 

３－４－４．水道インフラとしての機能 

建設中のタンクは、都市の拡大に伴って増加する新興住宅地に安定的な水を供給することを目的とし
ており、都市インフラの中核を担う設備である。タンクには夜間に給水が行われ、昼間の需要が高まる
時間帯にはそこから放水されることで、ピーク時における水の供給安定が確保されている。水源は主に
近隣の川の自然水系に依存しており、水質も非常に高く評価されている。水処理については、基本的に
塩素消毒のみが行われており、シンプルな処理体制で安全な水供給を実現している。 

 

３－４－５．ここまでの整理 

今回の視察を通じて明らかになったのは、水道工事会社の施工現場において、設計、工法、安全配慮
が高度に統合されたプロジェクト運営が実現されているという点である。特に、建設に伴って発生する
副産物を資源として再利用する仕組み、周辺環境への景観的配慮など、持続可能性に対する包括的な姿
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勢が随所に見られた。また、安全装備の徹底や強風時の作業停止といった明確な基準に基づいたリスク
管理が行われており、その運用の実効性も高い。さらに、建設されているタンクは、新興住宅地の給水
を担う都市インフラとして、供給の安定化や災害時の耐性確保といった観点でも重要な機能を果たして
いる。 

これらの取り組みは、我が国におけるインフラ整備および労働安全衛生管理においても参考となるも
のであり、特に人口の急増が見込まれる地域において、水道インフラ構築の先進的な事例として注目に
値する。 

 

○水道工事会社の本社にてヒアリング 

３－４－６．安全衛生教育と管理制度 

（１）WorkCover（https://www.worksafe.vic.gov.au/insurance）制度とインセンティブ 

同社では、安全成績に応じて政府機関 WorkCoverへ毎月徴収率（levy）を支払っており、通常は売上
の 1〜1.5%であるが、成績が悪化すると最大で 5%に達することもある。この制度は企業にとって強い経
済的インセンティブとなっており、安全成績が悪ければ入札での失敗や事業縮小に直結する。また、重
篤な事故が発生した場合には、事業責任者が最大 25 年の禁固刑に問われる可能性もあり、刑事的責任
も強く求められている。 

（２）教育訓練・チケット制度 

作業者は、政府に登録された教育機関で訓練を受け、チケットと呼ばれる資格証を取得する必要があ
る。この資格には 1〜2年の有効期限があり、無資格者は現場に入ることができない。中には 40〜50種
類の安全関連チケットを保持している社員もおり、同社における教育体制の充実ぶりがうかがえる。 

（３）定期的な安全会議と事故報告 

四半期ごとに全社的な安全会議が開催され、事故や災害事例の共有および再発防止策の検討が行われ
ている。また、すべての事故やニアミスについて記録され、その情報は必ず CEO が確認する仕組みとな
っており、企業のトップによる安全管理への関与が明確に制度化されている。 

 

３－４－７．メンタルヘルスと労働者支援 

（１）独自のウェルビーイングプログラム "Be Your Best" 

同社では、従業員のメンタルヘルスを支えるために独自のプログラム「Be Your Best」を実施してい
る。このプログラムの一環として、臨床心理士による月 1 回のカウンセリングが提供されているほか、
24 時間対応の相談体制も整備されている。また、メンタルヘルス・ファーストエイドの訓練を受けた応
急処置員も社内に配置されている。 

（２）安全との結びつき 

高所作業や水中作業が多い同社では、メンタル不調が事故リスクと直結する可能性が高いことから、
心の健康を重視する文化が企業全体に浸透しており、安全衛生活動の一環としてメンタルケアが積極的
に位置付けられている。 

 

３－４－８．持続可能性（サステナビリティ）への対応 

（１）環境配慮型建設手法 

同社では、EV 車両や太陽光パネル、再生建材（低炭素コンクリート、再利用土砂など）を活用した環
境配慮型の建設手法を採用している。特に、自社で保有するソーラーユニット（Solar Shed）を現場に展

https://www.worksafe.vic.gov.au/insurance
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開することで、従来型の発電機を不要とし、環境負荷の低減を実現している。 

（２）炭素削減への貢献 

顧客である水道局などが掲げる 2030 年のカーボンゼロ目標に合わせて、同社は設備更新を積極的に
支援している。EV や再生可能エネルギーの導入にとどまらず、使用済みバッテリーのリユースや資材
の再利用も徹底しており、サプライチェーン全体での炭素削減に貢献している。 

 

３－４－９．社会的包摂・地域貢献の実践 

（１）先住民・障害者・被害者支援 

社会的包摂の取り組みとして、同社は先住民企業への出資支援や機材の提供を行っているほか、家庭
内暴力の被害を受けた女性の雇用支援を目的とする民間企業との連携を進めている。また、刑歴のある
者の更生支援を行う民間企業との協働も実施しており、多様な背景を持つ人々の雇用機会創出に取り組
んでいる。 

（２）教育機関との連携 

地域の小中高等学校や大学とのパートナーシップも積極的に展開しており、STEM（Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics）教育やインターンシップの機会を提供することで、将来の技
術者育成にも貢献している。 

 

３－４－１０．ここまでの整理 

同社の取り組みは、企業としての安全衛生の向上を通じて社会的責任を果たすとともに、持続可能な
経済成長との両立を体現している。経済的および刑事的なインセンティブを通じた安全管理、メンタル
ヘルス支援による職場の意識改革、そして環境・社会課題を包括的に取り込んだ事業運営は、我が国の
中小建設業や水道インフラ産業における政策立案や制度設計に大きな示唆を与えるものである。特に、
外国人労働者や若年層への対応を含む包括的な安全衛生教育のモデル構築に向けて、同社の実践は有益
な事例といえる。 
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３－５．登録教習機関 

2025年 2月 14日に、オーストラリア・ビクトリア州にある職業訓練施設を訪問し、安全衛生教育、
とりわけ高リスク作業（足場等）に関する教育の実施状況を視察した。当該施設における教育内容、
制度、設備、運営体制等についての調査内容を基に、その特徴と示唆を整理する。 

 

３－５－１．訓練内容と実施体制 

（１）足場作業（Scaffolding）に関する訓練 

本施設では、足場作業に関しては技能レベルに応じた訓練が実施されている。とくに初級（Basic）
レベルの訓練は、高リスク作業ライセンスの取得を目的としており、5 日程度で約 35〜38 時間のカリ
キュラムが組まれている。中級・上級者を対象とする Intermediateおよび Advanced レベルの訓練につ
いては、一定の実務経験が求められる。Basicレベルの訓練では、2 日程度の理論訓練に続いて、約 3

日間の実技訓練と評価が行われ、最終的には 5 メートル程度の足場構造物を組立・解体する能力が評
価される。 

（２）訓練対象者 

この訓練は、主に 3つのルートで提供されている。1 つ目は企業から派遣される社員教育であり、2

つ目は職業訓練課程に在籍する学生や研修生を対象としたもの、3 つ目は一般市民が受講する形式であ
る。これにより、社会の多様な層が受講できる柔軟な制度となっている。 

（３）トンネル作業に関する訓練 

トンネル施工に関しては、山岳トンネル工法を模擬した AR（拡張現実）によるシミュレーション訓
練が行われている。この訓練では、掘削ステップの視覚的理解を促進し、地山変化への柔軟な対応力
を育成するとともに、ロックボルトや吹付けコンクリートといった支保部材の使用手順を理解するこ
とが目的とされている。 

 

３－５－２．認定制度・監査体制 

（１）教育機関・講師の認定 

教育機関として訓練を提供するためには、Australian Skills Quality Authority（ASQA；オーストラリア
技能品質庁）に登録された Registered Training Organisation（RTO；登録教習機関）であることが求めら
れる。また、講師についても ASQA および WorkSafe Victoria の双方から認定を受ける必要があり、専
門性と制度的信頼性が両立する体制が整っている。 

（２）評価制度 

訓練の評価には国家基準と州基準の双方が適用される。ASQA が定める国家基準に加え、WorkSafe 

Victoria による州基準にも対応することが求められており、訓練修了者は WorkSafe Victoria より高リス
ク作業ライセンスを取得することが可能である。 

（３）監査 

訓練機関は ASQA によって約 5年に 1 回の監査を受けるほか、WorkSafe Victoria による年 1回以上
の監査も実施される。特に新任講師が担当する場合には重点的な監査が行われるなど、質の維持に向
けた管理が徹底されている。 
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３－５－３．教育手法と安全文化の形成 

（１）現場重視の体験学習 

教育の手法としては、パワーポイントや座学に偏重することなく、実際の作業現場に即した体験型
学習が重視されている。たとえば、個人用保護具（PPE）の着用体験や異なる製品の比較、実物の工具
や事故例の展示、表示義務のある看板の視認、さらに安全標識や避難マップの確認、ロックアウト・
タグアウト手法（専用のキーがないと機器を起動できない方法）による設備隔離の実践など、五感を
通じた理解を促進する取り組みが行われている。 

（２）ハードとソフトの整備 

現場で使用される機材についても厳格な基準が設けられており、たとえばオーストラリアの安全規
格に適合していない刃物などの工具は持ち込みが禁止されている。さらに、個人用保護具（PPE）の装
着ルールや点検タグ、安全掲示板などの設置が義務づけられており、ハード面とソフト面の両面から
安全文化の定着が図られている。 

（３）安全基準の閾値（例：4m規制） 

作業のリスクレベルに応じた資格制度も設けられており、たとえば 4メートル以上の高さで行う足
場作業については、高リスク作業ライセンスの取得が義務付けられている。一方、それ未満の作業に
対して、ライセンスは不要だが、一定の訓練と能力証明が求められる。ASQA による資格はその能力
証明として機能しており、最低限の安全スキルの担保として位置付けられている。 

 

３－５－４．ここまでの整理 

今回の視察を通じて、オーストラリアにおける職業訓練施設の安全教育は、法制度、訓練内容、監
査体制、教育手法、設備面のいずれにおいても高い水準にあることが確認された。国家と州の双方に
よる教育と資格制度の二重化、公的支援制度による受講機会の拡大、そして現場での実践を重視した
教育方針は、我が国の制度設計においても参考となる要素である。 
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４．結論 

 オーストラリアにおける労働安全衛生教育制度は、移民労働者に対しても自国民と同等の法的保護と
義務を課す設計となっている。また、「PCBU（事業または事業計画を実施する者）」に対する母国語で
の情報提供・教育義務を明確に法令に規定している点や、行政機関による多言語翻訳資料の整備、視覚
教材や AR 技術の活用、通訳支援の実施などは、多文化社会に対応した先進的な教育アプローチである。
これらに加えて、国家資格制度（White Card、High Risk Work License）を通じた筆記・実技評価、さらに
は監督官による現場監査や即時対応可能な罰則制度の運用も制度の実効性を高めていた。 

こうした制度は、言語的・文化的障壁を抱える労働者に対しても効果的な安全教育を可能にし、労働
災害の予防やリスク管理の観点からも大きな意義を持つ。とりわけ、建設業や農業といった移民労働者
が集中する高リスク産業において、実技訓練と教育体制を連動させる制度設計は、安全衛生水準の底上
げに貢献していると評価できる。 

本研究で得られた知見は、日本における外国人労働者向けの安全衛生教育制度の改善に対して示唆を
与える。今後は、母国語での教育義務化、多言語対応を含む教材整備、現場対応可能な監督体制の構築
といった制度整備を進めるとともに、制度と教育の両輪による効果的な安全衛生管理の実現を目指すこ
とが求められる。 

 

５．研究発表 

1．論文発表 

該当なし 

2．学会発表 

 該当なし 

 

６．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

 該当なし 

2．実用新案登録 

 該当なし 

3．その他 

該当なし 

７．引用文献 

本文中に URL を記載している。 
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参考資料 

 

A．Safe Work Australia から提供のあった資料の整理 

 Safe Work Australia とのミーティングは、図１に示すような議事次第に従って実施された。 
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図１ Safe Work Australia とのミーティングにおける議事次第 
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Safe Work Australia のプレゼンテーション「WHS Framework」のスライドを図２に示す。各スライド
について、前段に各スライドと解説文の原本（英語）、後段にその和訳を示す。 

 

 

スライド 

Safe Work Australia 

労働安全衛生の枠組み 

 

労働安全衛生フレームワーク部長 

2025年 2月 10日 

（a）スライド１ 
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スライド 

労働安全衛生法の調和 

 

解説文 

• 安全労働オーストラリアは、各州・地域、使用者、労働組合の代表からなる三者構成の機関です。 

• 安全労働オーストラリアは、オーストラリアの職業安全衛生政策の全国的な政策機関として、職業
安全衛生に関するモデル立法を策定・維持し、オーストラリア全土における職業安全衛生規制の統一
を図ることを目的としています。 

• モデル職業安全衛生（WHS）法は 2011 年に策定されました。モデル法であるため、独立した法的
拘束力はありません。モデル WHS 法が施行されるためには、各管轄区域が自前の WHS 法として制
定する必要があります。 

• モデルWHS法は、ビクトリア州を除くすべての管轄区域で施行されています。 

• 各管轄区域には、WHS 法を施行・監督する独自の WHS 規制当局が存在し、SWA は WHS 法を施
行・監督する権限はありません。 

（b）スライド２ 
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スライド 

モデル WHS 法 －原則に基づくアプローチ 

WHS 法の目的 

* 労働者を可能な限り最高レベルで保護する 

* 労働者が職場において相談を受け、代表されることを確実にする 

 

WHS 法 

* 法的枠組みと主な義務を定める 

WHS 規則 

* WHS 法をサポートするより詳細な要件とプロセスを規定する 

実施規範 

* 義務を負う者に対して実用的な指針を提供する。 

* WHS 義務を満たす方法について、法廷で証拠として認められる可能性がある 

解説文 

* WHS 法は、企業に対して、安全な職場環境を維持し、労働者およびその他の人々の安全を確保する
よう、幅広い義務を課しています。これは同法に規定されています。 

* 安全な職場環境を構築するために必要な事項を決定する上で、企業およびその労働者が最適な立場
にあるという考え方があります。 

* その後、一部のリスクの高い危険性については、事業または事業計画を実施する者（PCBUs）が、
幅広い義務を満たすために考慮または実行すべき事項が規定されています。 

（なお、PCBU は、「a Person Conducting a Business or Undertaking」の略であり、事業または事業計画
を実施する者を指す。） 

* モデルWHS 法および規則の要件を満たすための実用的な情報が規定に記載されています。 

* モデルWHS 法の目的は、全体として以下の通りです。 

* 健康および安全上のリスクを事前に管理することで、労働者を危険から保護すること、および 

* 企業が労働者と話し合い、リスク管理に役立てることを確実にすること。 

（c）スライド３  
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スライド 

WHS 義務保有者 

PCBUs： 

* 主な義務は、合理的に実行可能な範囲で労働者およびその他の人々の安全を確保すること。 

役員： 

* PCBU が義務を遵守していることを確認する。 

労働者： 

* 自身の健康と安全を確保する。 

 

1. WHS 義務は譲渡できない。 

2. 1 人の人物が複数の義務を負うことができる。 

3. 複数の人物が同じ義務を負うことができる。 
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解説文 

安全な職場環境の構築には、誰もが何らかの役割を担っています。 

PCBU（a Person Conducting a Business or Undertaking）： 

非常に幅広い概念であり、あらゆる規模の企業や組織、利益を目的としない組織も含まれます。主な
義務を負い、その他の義務にも関わります。 

役員： 

企業の取締役やその他の上級リーダーは、自社の事業が WHS の義務を遵守していることを確認しな
ければなりません。 

労働者：  

企業のために業務を行う人。職務が発生するには、必ずしも従来の従業員と雇用主の関係である必要
はない。例えば、請負業者も労働者と定義される。 

 

すべての義務保有者に適用される原則 

* 義務は譲渡できない。 

* 1人の人物が複数の義務を負う可能性がある。例えば、自営業者や個人請負業者は、労働者（PCBU

から労働安全衛生義務を負う）であると同時に、PCBU（自身および他者に対して労働安全衛生義務
を負う）である可能性もある。 

* 同じ義務を負う者は複数いてもよい。例えば、同じ職場や同じ労働者など。両方の義務保有者は、
義務を果たすために協力しなければならない。義務を果たすためには、一方の義務保有者が他方より
も多くのことをしなければならない場合もある。 

（d）スライド４ 
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スライド 

PCBU の主な義務 

労働者に対する義務 

PCBU は、以下の人々の健康と安全を合理的に可能な範囲で確保しなければなりません。 

* 自らが雇用する労働者 

* 自らの業務が影響を及ぼす、または自らが指示する請負業者の労働者。 

その他の人々（例えば、職場を訪問する人々）に対する義務 

解説文 

企業は、その事業活動が従業員やその他の者（例：訪問者）に危害を及ぼさないよう確保する義務が
あります。 

その義務に基づき、 

* PCBUsは、直接雇用する従業員またはその業務に影響を及ぼすか指示する請負業者の従業員に対し
て、安全に関する注意義務を負います。 

* 企業 A が企業 B の業務に何らかの影響力や支配力を持つ場合、企業 A は企業 B の従業員に対し
ても義務を負います。 

（e）スライド５  
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スライド 

主な義務 - PCBUs が実施すべきこと 

* 安全な職場環境の提供と維持 

* 安全な工場および構造物の提供と維持 

* 安全な作業システムの提供と維持 

* 工場、構造物、物質の安全な使用、取り扱い、保管 

* 適切な設備の提供と維持（例：トイレ、食堂など） 

* 指導、研修、情報、監督の提供 

* 労働者の健康状態と職場環境の監視 

 

解説文 

なし 

（f）スライド６ 
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スライド 

主な義務 - リスク管理 

PCBUsが主な義務を果たすためには、 

• 合理的に実行可能な範囲内で、健康と安全へのリスクを排除する。または、合理的に実行可能な範
囲内で健康と安全へのリスクを最小限に抑えることが不可能な場合は、そのリスクを最小限に抑え
る。 

 

解説文 
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労働者およびその他の人の健康と安全を確保するというPCBUsの第一の義務を果たすために、PCBUs

は、合理的に実行可能な限り、リスクを排除するか、不可能な場合は最小限に抑えなければなりませ
ん。 

リスク管理アプローチは、PCBUs がその義務を果たすのに役立ちます。 

 

* このプロセスには、以下の 4つのステップが含まれます。 

* 危険要因の特定—データ、労働者との話し合い、職場内での歩き回りなどにより、危害の原因と
なり得るものを特定します。 

* 必要に応じてリスクを評価する。これにより、被害の深刻度と発生の可能性を理解するのに役立
つ。 

* 心理的な危険要因については、被害は繰り返しまたは長期間にわたる曝露により、時間をかけ
て発生する可能性がある。リスクを評価する際には、PCBUsは、曝露の期間（労働者が危険要因に曝
露される期間）、頻度（労働者が危険要因に曝露される頻度）、および深刻度（曝露の結果として生じ
る影響の深刻度）を考慮しなければならない。 

* リスクの管理 - 事業者が危害のリスクを低減するために行うべきこと。 

* 危険要因と管理対策を定期的に確認し、計画通りに機能していることを確認する。例えば、作業
工程が変更された場合や負傷が発生した場合など。WHS は一度設定すればそれで終わりというもの
ではありません。 

 

リスク管理を行う際には、PCBUs は労働者およびその代表者と協議しなければなりません。 

（g）スライド７ 
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スライド 

制御の階層 

解説文 

* リスクをどのように管理するか決定する際、排除が最善の管理方法となります。例えば、機械を使
用することで、作業員が手動で商品を運ぶ必要がなくなる場合があります 

* しかし、そうでない場合、リスク管理の階層は、企業がリスクを最小限に抑えるためにどのような
行動を取るべきかを検討するのに役立つツールです。 

* 企業は、考えられる行動をすべてブレインストーミングし、そのツールを使用して、それらの行動
を最も安全で保護レベルの高いものから低いものへと順位付けします。 

* 最も効果的な管理方法は、以下の通りです。 

   * 危険またはリスクをより安全なものに置き換える（例：危険な化学物質を無害なものに置き換
える） 

 * 危険またはリスクを人から隔離する（例：感染患者を別の病棟に隔離するなど）、 

 * 機械装置やプロセスなどの工学的管理を使用する  

管理上の対策および個人用保護具は、人間の行動や監督に依存しているため、最も効果が低い対策で
ある。管理上の対策および個人用保護具は、他のより効果的な対策と組み合わせる（バックアップと
して）場合は、使用しても問題ない。 

（h）スライド８  
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スライド 

「合理的に実行可能な」とは、PCBUs がその義務を果たすために満たさなければならない基準。 

PCBUsは、以下の条件を満たす管理対策（または管理対策の組み合わせ）を選択しなければならない。 
* 最高レベルの保護を提供する 

* 最も効果的で信頼性が高い 

* 職場での使用が可能であり、 

* 職場および労働者に適している。 

解説文 

リスク管理においては、妥当な実施可能性を満たすことが標準的な必要条件となります。 

つまり、企業は労働者の安全を確保するために、合理的に可能な限りのことを行う必要があるという
ことです。 

したがって、企業はまず、実行可能なすべての行動をブレインストーミングし、それを「制御の階層」
を用いてランク付けした上で、より高いレベルの保護を提供し、最も効果的で、利用可能であり、職
場に適した統制を決定します。 

企業は、コストがかかるからといって、対策を講じるのが妥当ではないとは言えない。コストがリス
クに見合わない場合のみ、企業は行動を取らないと主張できる。 

（i）スライド９  
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スライド 

その他の PCBU の職務 - 労働者との協議 

* WHS に関するオープン・ドア・ポリシーの実施 

* 協議の時間をずらす（シフト勤務者向けなど） 

* 文化や言語的に多様な労働者向けの翻訳および通訳 

* 健康および安全委員会 

* 健康および安全代表者（HSR） 

* 定例チーム会議 

* 職場巡回 

* 作業開始前のブリーフィングおよびツールボックス・トーク 

* 調査およびフィードバックフォーム 

* 定期的なスタッフのアップデートおよび E メール 

解説文 

* 協議は、モデル WHS法の要となるものです。 

* PCBUsは、安全に関する問題が発生するたびに、労働者およびその代表者（衛生安全代表）と協議
しなければなりません。 

* 事業者は労働者の意見を考慮し、決定事項を労働者に知らせなければなりません。 

* 事業者が労働者にどのように伝えるかは、事業者の自由です。小規模な職場では、協議は定期的に
労働者に話すという簡単なものでよいでしょう。 

（j）スライド１０  
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スライド 

その他の PCBU の義務 －他の義務保有者との協議 

* 同じ事項に関して義務を有する義務保有者 

  * 同じ作業活動に従事している（例：建設現場） 

  * 同じ職場を共有している（例：オフィスビル） 

  * 契約上の系列で同じ労働者を監督している 

すべての義務保有者は、WHS の義務を満たすために、協議、協力、調整を行う必要があります。 

複数の人が同じ義務を負うことも可能です。 

解説文 

* 複数の PCBUs が同時に同じ義務を負うこともあり得る。例えば、同じ作業活動に関与している場
合、作業が行われている環境を共有している場合、または契約上の取り決めにより同じ労働者を監督
している場合など。 

* これが不可能な場合、両社は協力して義務を履行しなければならない。一方の会社だけに任せるこ
とはできない。 

* そのため、両社は以下を行う必要がある。 

* 両社が管理する必要のあるリスクについて、相互に協議（話し合い）する 

* 労働者の安全を確保するための措置を講じるのに最適な人物について協力（決定）する。 

* 調整（合意した措置を講じる）する。一方の企業が措置を講じた場合、もう一方の企業はそれが
実施されたことを確認する必要がある。 

（k）スライド１１  
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スライド 

その他の PCBU の義務 – 「上流」の義務 

* 構造物（建物、塔、パイプラインなど） 

* プラント（機械および設備など） 

* 物質（ガス、液体、蒸気など） 

事業者は、事業場において使用されるか、または使用されることを目的として設計、製造、輸入、ま
たは供給する設備、物質、または構造物について、その製品が事業場において使用される際に、その
製品のライフサイクル全体を通じて、健康と安全に危害を及ぼすおそれがないことを、合理的に実行
可能な範囲内で確保しなければならない。 

解説文 

最後に、PCBU のもう一つの重要な任務について。 

職場用のツール、設備、建物、物質を設計・提供する企業は、それらの安全性を確保しなければなり
ません。 

ツールや設備を開発・提供する際には、企業間で協議を行う必要があり、また、製品の安全な使用方
法に関する情報を提供しなければなりません。 

（l）スライド１２ 
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スライド 

WHS の罰則 

* 業務上過失致死：1800万ドル（PCBU 企業）および個人に対して最高 20年の禁固刑 

* カテゴリー1（無謀または重大な過失）：1150万ドル（PCBU 企業） 

* カテゴリー2（人に危険を晒す）：230万ドル（PCBU 企業） 

* カテゴリー3（義務を怠る）：77 万 6000 ドル（PCBU 企業） 

解説文 

同法では、WHS義務違反の程度に応じて、3種類の罰則を規定しています。 

罰則は、PCBUsが個人である場合は若干軽減され、個人（例：労働者）の場合はさらに軽減されます。 
同法では、その他の一般的な WHS 責任に対するその他の罰則も規定しています。これらの罰則は、
771,000 から 9,400オーストラリアドル（AUD）の範囲です。 

（m）スライド１３ 

図２ SWA のプレゼンテーション「WHS Framework（労働安全衛生の枠組み）」のスライドと解説文の
原本と和訳 
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 Safe Work Australia のプレゼンテーション「Australia’s approach to managing the risks of high-risk 

equipment」のスライドを図３に示す。各スライドについて、前段に各スライドと解説文の原本（英語）、
後段にその和訳を示す。 

 

 
高リスク設備のリスク管理に対するオーストラリアのアプローチ 

 

ディレクター 

高リスク作業および産業政策 

SWA 

（a）スライド１ 
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国への感謝 

SWA は、オーストラリア全土の土地の伝統的所有者および管理者を認め、彼らの土地、水、コミュニ
ティとの継続的なつながりを認めます。私たちは、過去、現在、そして未来の人々、文化、長老たち
に敬意を表します。 

（b）スライド２ 
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概要 

* 事業または事業体（PCBUs）を運営する者は、健康および安全上のリスクからすべての人々を保護
するために必要な「情報、訓練、指示または監督」を提供する一般的な義務を負う。  

* ほとんどの場合、雇用主は自社の職場において、この義務が何を意味するかを決定しなければなら
ない。 

* 例外： 

  * 一般建設作業導入訓練（白カード） 

  * アスベストライセンス 

  * 高リスクダイビング 

  * 高リスク作業ライセンス 

（c）スライド３ 
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高リスク作業ライセンス 

＊基本足場 

＊中級足場 

＊上級足場 

＊上級リギング 

＊タワークレーン 

＊自己組立式タワークレーン 

（d）スライド４ 
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高リスク作業ライセンス 

＊ドッギング 

＊基本的なリギング 

＊中級リギング 

＊デリッククレーン 

＊門型クレーン 

＊橋型クレーンおよびガントリークレーン 

（e）スライド５ 
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高リスク作業ライセンス 

＊車両積載クレーン 

＊旋回しない移動式クレーン 

＊旋回式移動クレーン - 最大容量 20 トン 

＊資材用ホイスト 

＊人員および資材用ホイスト 

＊ブーム式昇降作業台 

＊オーダーピッキング用フォークリフトトラック  

＊標準ボイラー操作 

＊高度なボイラー操作 

（f）スライド６ 
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＊旋回式移動クレーン - 最大 60 トン 

＊旋回式移動クレーン - 最大 100 トン 

＊往復式蒸気エンジン 

＊コンクリート打設ブーム 

＊リーチスタッカー 

＊フォークリフトトラック 

＊蒸気タービン 

（g）スライド７ 
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高リスク業務ライセンス 

* 資格取得 

* 英語による「国家統一試験」の完了 

* 特定の州または地域で認定を受けていますが、他のすべての州および地域で承認されています。 

* 規制当局にライセンスの取り消しや条件付与の権限を与える 

（h）スライド８ 
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（i）スライド９ 

 

 

 

  

全国訓練規制当局 

登録教習機関 

ライセンス保持者 

管轄区域労働安全衛生規制当局 

認定評価者 

評価を受ける 

規制を受ける 

訓練を受ける 

規制を受ける 

規制を受ける 



分担研究報告書（吉川直孝、大幢勝利） 

47 

 

 

VET（職業教育訓練）およびWHS（労働安全衛生）システムの役割 

 

全国職業教育訓練制度 

雇用技能審議会 訓練コースの開発および承認 

（https://www.dewr.gov.au/skills-reform/jobs-and-skills-councils） 

オーストラリア技能品質機構 訓練機関の登録および規制 

（https://www.asqa.gov.au/） 

 

労働衛生安全制度 

Safe Work Australia ・調和のとれた全国的な規制アプローチの調整 

・国家評価手段の開発 

（https://www.safeworkaustralia.gov.au/） 

労働安全衛生規制当局 認定評価者、雇用主、ライセンス保有者の規制 
 

（j）スライド１０ 

 

 

  

https://www.dewr.gov.au/skills-reform/jobs-and-skills-councils
https://www.asqa.gov.au/
https://www.safeworkaustralia.gov.au/
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移民労働者 

* WHS の義務はすべての労働者およびすべての職場に適用される 

* PCBUsは、健康および安全上のリスクからすべての人々を保護するために必要な「情報、研修、指
示または監督」を提供する一般的な義務を負う。 

* PCBUsは、移民労働者が業務内容を理解し、安全に業務を行う方法を理解していることを確認しな
ければならない 

* Safe Work Australia は、安全な職場における権利など、一般的な情報を記載したファクトシートを作
成した 

* 10 のコミュニティ言語に翻訳されている 

* 多くの管轄区域では、移民労働者向けに独自のアドバイスを提供しており、広告キャンペーンも実
施されている 

* 翻訳サービスも利用可能 

（k）スライド１１ 
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一時的な就労ビザに関する情報 

ビザの種類 対象 有効期間 

482 需要の高いスキル オーストラリアで必要とされ
るスキルを持つ人。雇用主によ
るスポンサーシップが必要。 

４年 

485 一時卒業生ビザ 留学生。 １～３年 

489 熟練（地域） オーストラリアの地方で必要
とされるスキルを持つ人。 

４年 

188 ビジネス革新および投資 オーストラリアで投資または
事業運営を行いたい人。スポン
サーシップが必要。 

４～８年 

 

（l）スライド１２ 

図３ SWA のプレゼンテーション「Australia’s approach to managing the risks of high-risk equipment（高リ
スク設備のリスク管理に対するオーストラリアのアプローチ）」のスライドの原本と和訳 

（この情報は、オーストラリア移民省のウェブサイトから引用した情報が含まれています。） 
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 次に、SWA に対する質問と SWA からの回答を表１に示す。 

 

表１ 安衛研から SWA に対する質問と SWA からの回答 

オーストラリアの労働安全衛生に関する質問 

 

○ オーストラリアにおける移民労働者および労働災害の統計 

 

1. オーストラリアにおいて、オーストラリア国籍を持っていない移民労働者の総数及び総人口に対
する比率を教えてください。また、その統計データが掲載されている行政機関のホームページを
教えてください。 

（回答） 

統計局（Australian Bureau of Statistics）が最新（2021-22 年）に発表した「オーストラリアの仕事(Jobs 

in Australia, 2021-22 financial year | Australian Bureau of Statistics)」データセットは、オーストラリアの
移民労働者が就いている仕事に関する情報を提供する。本書には以下の情報が掲載されている： 

・2021-22 年の雇用者数は 2,270 万人、雇用者数は 1,490 万人 

・このうち 27.5％にあたる 620万人は移民によるものである。 

・これらの仕事には 380万人の移民が就労した（オーストラリアの全雇用者の 25.4％に相当）。 

 

 
 

https://www.abs.gov.au/
https://www.abs.gov.au/statistics/labour/jobs/jobs-australia/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/labour/jobs/jobs-australia/latest-release
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注： 

・年間を通じて複数の仕事を兼務（マルチジョブホルダー）または連続することができる。 

・移民とは、2000 年 1 月以降にオーストラリアに到着した人々を指し、この期間にオーストラリア国
籍を取得した永住移民も含まれる。 

・これらの統計の詳細については、オーストラリア統計局、オーストラリアにおける 2021-22会計雇
用、方法論のページを参照のこと（Jobs in Australia methodology, 2021-22 financial year | Australian Bureau 

of Statistics）。 

 

 

2. オーストラリアの労働災害の統計データが掲載されている行政機関のホームページを教えてくだ
さい。死傷災害統計も掲載されていますでしょうか？傷病の場合，休業何日以上から統計をとれ
ていますでしょうか？また，移民労働者のみの死傷災害統計はございますでしょうか？ 

（回答） 

全国レベルでは、業務上の負傷／疾病につながる事故に関する主な情報源は 2 つある。 

 

（１）セーフワークオーストラリア (SWA)（Welcome | Safe Work Australia） 

具体的には、SWA は 2つの関連データセットを保持している： 

補償に基づく統計のための全国データセット（NDS）は、SWA の労働関連の傷病に関する主な情報源
であるこのデータセットは、各州、準州、連邦労災補償当局から入手した労災補償統計から作成され
ている。詳細は労災データカタログのページを参照（Workers' compensation data | dataswa）。 

労災死亡者データベース（TIF）は、労災死亡者に関する SWA の主要情報源である。TIF には、豪州
のすべての労災死亡事故に関する情報が含まれており、労災補償データ、豪州の各 WHS 当局からの
死亡事故通知、全国殉職者情報システム（NCIS）の情報が照合されている。詳細は労働関連死データ
カタログのページを参照（Work-related fatalities data | dataswa）。 

SWA はこれらのデータセットから作成した統計データを SWA データウェブサイトに公表している
（Our Data. Your Stories. | dataswa）。 

• オーストラリアの主な労働安全衛生統計 2024 報告書（Key WHS statistics | dataswa）は、両データ
セットの最新結果の概要を示している。 

• インタラクティブなダッシュボードは、NDS（Workers' compensation | dataswa）と TIF（Work-related 

fatalities | dataswa）の両方の詳細な結果を調べることができます。 

 

（２）オーストラリア統計局 (ABS)（Australian Bureau of Statistics） 

SWA は ABS に資金を提供し、労災調査を実施している（Work-related injuries, 2021-22 financial year | 

Australian Bureau of Statistics）。これにより、より広範な発生率、すなわち労災請求に至らない業務上
の負傷／疾病のデータを取得ことができる。 

• 最新の ABS 労災調査データ（2021-22 年）によると、業務上の傷病を経験した人のうち、労災請
求を行ったのは約 3分の 1 に過ぎない。 

移住状況は、これらのデータセットのいずれにおいても把握されている労働者の特徴ではない。管轄
の WHS 規制当局は、労働者災害補償請求を行う人の移住追加情報を把握している可能性がある。そ
れぞれの管轄区域の連絡先の詳細は SWA のウェブサイト（WHS regulators and workers' compensation 

https://www.abs.gov.au/methodologies/jobs-australia-methodology/2021-22-financial-year
https://www.abs.gov.au/methodologies/jobs-australia-methodology/2021-22-financial-year
https://www.safeworkaustralia.gov.au/
https://data.safeworkaustralia.gov.au/about-our-datasets/workers-compensation-data
https://data.safeworkaustralia.gov.au/about-our-datasets/work-related-fatalities-data
https://data.safeworkaustralia.gov.au/
https://data.safeworkaustralia.gov.au/interactive-data/topic/key-whs-statistics
https://data.safeworkaustralia.gov.au/interactive-data/topic/workers-compensation
https://data.safeworkaustralia.gov.au/interactive-data/topic/work-related-fatalities
https://data.safeworkaustralia.gov.au/interactive-data/topic/work-related-fatalities
https://www.abs.gov.au/
https://www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/work-related-injuries/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/work-related-injuries/latest-release
https://www.safeworkaustralia.gov.au/law-and-regulation/whs-regulators-and-workers-compensation-authorities-contact-information
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authorities contact information | Safe Work Australia）を参照のこと。 

 

 

 

○ 移民労働者の在留資格・ビザに関する制度 

 

3. オーストラリアにおいて、各種のビザがあると思いますが、Temporary Work Visasでは、ビザを
取得するためにどのような要件が課されていますか？滞在期間に制限はありますか？ 

（回答） 

これらの情報をまとめた以下の表をご参照ください。なお、これらの情報は Department of Home Affair

のウェブサイトより引用しています（Temporary work visas）。 

 

 
 

 

4. 在留資格に影響する行政罰について教えてください。労働法令に違反したら、次から外国人労働
者を雇用できなくなる（ビザのスポンサーでいられなくなる）など。その前提として、外国人労
働者の在留資格やビザはWork Safe が管理されていますでしょうか？ 

（回答） 

ビザや移民関連の問題は、連邦政府の内務省の管轄になる。内務省は、連邦政府の主要な省庁です。
コンプライアンス体制に関する情報はこちら（Work-related contraventions）。 

労働安全衛生規制は州・準州政府によって管理されている。WHS の枠組みには、移民の地位に関す
る規定はない。これらの組織間の正式な調整については知らない。 

 

 

○ 労働安全衛生法に関する罰則と法的規制 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/law-and-regulation/whs-regulators-and-workers-compensation-authorities-contact-information
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/temporary-work-visas
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/employer-responsibilities/work-related-contraventions
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5. 労働安全衛生法または労働安全衛生規則に違反した場合、罰金や罰則はどの程度でしょうか？ 

（回答） 

モデル WHS Act の下、安全衛生義務を遵守しなかった場合の犯罪は、その重大性や責任の度合いに
応じて 3 つのカテゴリーに分類される。 

 

 

 

最も重い犯罪については、業務上過失致死罪で起訴される可能性がある。これには最高 1800 万オー
ストラリアドル（AUD）または 20年の禁固刑が科される。 

裁判所は、罰則に加えて、犯罪者に改善措置や予防措置の実施を求めることもできる。 

毎年、オーストラリアの消費者物価指数(CPI)に合わせて罰則が引き上げられる。モデル WHS法及び
規則は、一般的な WHS義務違反に対する罰則も定めている。 

 

 

○ 労働安全衛生教育に関する制度と支援 

 

6. 移民労働者に対する安全衛生教育の規定・指針として、Work Safe Victoriaのコンプライアンスコ
ードを確認することができました。オーストラリアの各州でこのようなコンプライアンスコード
があるのでしょうか？ 

[参考 URL]Compliance code: Communicating occupational health and safety across languages | WorkSafe 

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
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Victoria 

（回答） 

多くの州・準州が、移民労働者の労働安全衛生に関する指針を提供している。ほとんどの場合、これ
らは遵守規定ではなく、安全な職場に対する権利と規制当局への連絡方法に関する情報である。 

関連リンクは以下の通り： 

ニューサウスウェールズ州の情報（Culturally and linguistically diverse (CALD) and migrant workers plan 

2019-20 | SafeWork NSW） 

西オーストラリアの情報（Migrant workers - WorkSafe – DEMIRS） 

南オーストラリアの情報（Overseas workers | SafeWork SA） 

タスマニア州の情報（Migrant workers） 

首都特別地域の情報（New and vulnerable workers - WorkSafe ACT） 

 

 

7. Safe Work or Work Safeがこのコンプライアンスコードに求める最低基準はありますか？移民労
働者の出身国の母国語での教育を規定するものはありますか？ 

（回答） 

モデル WHS 法または規則には、移民労働者のみに適用される特定の法律はない。オーストラリアの 

WHS 保護は、すべての職場のすべての労働者に適用され、移民ステータスを問わない。雇用主はま
た、WHS 情報が労働者に理解されるようにする義務がある。これは英語を理解できない労働ために
資料を翻訳することを意味します。 

 

 

8. オーストラリアでは就労ビザによって英語能力が異なると思いますが、英語の理解能力に応じた
安全衛生教育のサポートはありますか？ある場合、どのようなサポートがありますか？ 

（回答） 

英語以外の言語で提供されているWHS トレーニングコースがあることは承知しています。 

Safe Work Australia および州・準州の WHS規制当局も、指導資料を定期的に他の言語に翻訳していま
す。 

しかし、高リスク作業免許の評価は英語で完了しなければなりません。 

 

9. 移民労働者向けの安全衛生に関する教材はありますか？教材は英語だけでなく，出身国の母国語
の教材もございますでしょうか？もしあれば，そのURL を押して下さい． 

（回答） 

前述の通り、一部の訓練プロバイダーが英語以外の言語で WHS コースを提供していることは承知し
ています。例えば、中国語やアラビア語で受講できる一般的な建設業入門コースがあることは承知し
ています。 

 

 

○ 労働安全衛生に関する相談窓口 

10. 移民労働者が職場での安全衛生について政府に相談できる窓口はありますか？母国語で問い合

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/at-risk-workers-strategy-2018-22/cald-migrant-workers
https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/at-risk-workers-strategy-2018-22/cald-migrant-workers
https://www.worksafe.wa.gov.au/migrant-workers#:%7E:text=Work%20health%20and%20safety%20(WHS,safe%2C%20healthy%20and%20fair%20workplace.
https://safework.sa.gov.au/workers/types-of-workers/overseas-workers
https://worksafe.tas.gov.au/topics/Health-and-Safety/managing-safety/managing-people-in-your-workplace/migrant-workers
https://www.worksafe.act.gov.au/health-and-safety-portal/safety-topics/new-and-vulnerable-workers
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わせることは可能ですか？ 

（回答） 

移民労働者は、州および準州の労働安全衛生規制当局から、直接連絡を取るよう勧められることがよ
くあります。連邦および州・準州レベルでは、問い合わせを自国語で行うための翻訳サービスが利用
可能です。 

例えば、翻訳・通訳サービス（TIS National）（Translating and Interpreting Service (TIS National)）は、英
語能力が限られている人々や、英語を話さない顧客とコミュニケーションを取る必要のある機関や企
業を対象に、内務省が提供する通訳サービスです。 

 

 

 

  

https://www.tisnational.gov.au/
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B．Work Safe ACT から提供のあった資料の整理 

Work Safe ACT とのミーティングは、図４に示すような議事次第に従って実施された。 

 

議事次第 

タイトル：MHLW＆JNIOSH訪問 

日付：2025年 2月 11日 

時間：午前 10時～午後 12時 

場所：Naraセンターレベル 2ルーム 6（3 Constitution Avenue, Canberra, ACT 2603） 

時間  議題 

紙 
プレゼンター 

午前 10:00 歓迎と謝辞  

午前 10時 5分 厚生労働省プレゼンテーション 

• 建設業における労働災害防止対策 
厚生労働省 

午前 10時 20 分 JNIOSHプレゼンテーション 

• 安衛研の調査・研究紹介 
JNIOSH 

午前 10時 35 分 ワークセーフ ACT のプレゼンテーション 

• 安全衛生トレーニングに関する質問
への回答 

• その他の Q&A 

WHS コミッショナ
ー 

午前 10時 55 分 移民労働者に対する安全衛生のアプローチ
に関する情報交換 

ワークセーフ ACT 

厚生労働省・安衛研 

午前 11 時 35 分 
モーニングティーと懇談会  

 

 

12:00 PM ミーティング・クローズ  
 

図４ Work Safe ACT とのミーティングにおける議事次第 
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Work Safe ACT のプレゼンテーション「WHS Framework」のスライドを図５に示す。各スライドにつ
いて、前段に各スライドと解説文の原本（英語）、後段にその和訳を示す。 

 

 

スライド 

Work Safe ACT 

移民労働者および脆弱な労働者に対する健康と安全へのアプローチ 

 

労働安全衛生委員長 

 

解説 

おはようございます。今日は皆さんとご一緒できて光栄です。オーストラリア首都特別地域の労働安全
衛生委員と労働者派遣許可委員を務めています。 

私は、ングンナワル族を、私たちが集っている土地の伝統的な管理者として認識し、ACT 州およびこの
地域の土地にゆかりのある人々やその家族にも敬意を表したいと思います。彼らの継続的な文化と、こ
の都市とこの地域の生活への貢献を認識し、敬意を表したいと思います。また、本日ご出席のアボリジ
ニおよびトレス海峡諸島民の方々を歓迎いたします。 

移民労働者や弱い立場の労働者を含め、すべての労働者が安全な方法で働くための知識を得られるよう
にする私たちの活動をここで分かち合えることをとてもうれしく思います。 

（a）スライド１ 
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スライド 

規制当局の役割 

+ この法律または労働衛生および安全に関する他の準州法の理解、受容、および順守を促進する。 

+ 労働衛生および安全の促進を目的とした調査および教育プログラムの開発を行う。 

+ 委員が職務を遂行する準州法の運用に関連する事項について、大臣に助言する。 

解説 

まず最初に、オーストラリア首都特別地域における規制当局の役割について説明したいと思います。規
制当局として、教育プログラムやキャンペーンを通じて、2011 年労働安全衛生法や関連法の遵守を監
視・執行する責任を負っています。私は、長官が職務を遂行する準州法の運用に関連するあらゆる問題
について、大臣に助言する責任を担っています。 

（b）スライド２ 
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スライド 

労働安全衛生法のモデル 

+ モデル労働安全衛生法は、全国のあらゆる職場における現在および将来の危険要因に適用できる、健
康と安全に対するリスクを管理するためのプリンシプルベースのアプローチの枠組みを提供します。 

+ 各管轄区域は、必要に応じて若干の変更を加えながら、独自の議会で立法化することで、これらの法
律を実施することができます。 

解説 

オーストラリアでは、連邦および州・準州の規制当局が、それぞれの管轄区域における WHS 法を監督・
執行している。モデル WHS 法は、安全衛生に対するリスクを管理するための原則に基づくアプローチ
の枠組みを提供するもので、全国各地で現在または将来のあらゆる職場の危険に適用することができ
る。各管轄域は、必要に応じて若干の変更を加えながら、それぞれの議会で法案を可決し、これらの法
律を実施することができる。 

（c）スライド３ 
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スライド 

権利と義務の理解 

+ 安全な職場環境を提供し、労働者が安全な方法で作業を行うための知識を確実に習得させるには、教
育と訓練が鍵となります。 

+ 雇用主は、2011 年労働安全衛生規則に定められた要件と義務を遵守しなければなりません。 

解説 

教育と訓練は、安全な職場環境を提供し、労働者が安全な方法で働くための知識を確実に身につけるた
めの鍵である。ACT の雇用主は、2011 年労働安全衛生規則で定められた要件と義務を遵守しなければ
なりません。 

（d）スライド４ 
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スライド 

トレーニングおよび導入 

 

+ すべての労働者が適切にトレーニングを受けることは、WHS 規則で義務付けられています。 

+ その他の政府機関も、移民労働者の福祉に役割を果たしています。例えば、公正労働委員会（Fair 

Work Commission）や公正労働オンブズマン（Fair Work Ombudsman）は、公正労働法 2009（Fair Work 

Act 2009）に基づき運営されています。 

+ これらの機関の責任には以下が含まれます。 

 o 雇用における最低条件 

 o 労働争議および団体交渉 

 o 不当または違法な雇用終了 

 

規則 39(2): 

当該者は、労働者に提供される情報、訓練、指示が適切かつ十分であることを確保しなければならな
い。その際、次の事項を考慮すること。 

 (a) 労働者が遂行する業務の性質。 

 (b) 情報、訓練、指示が提供される時点における業務に関連するリスクの性質。 

 (c) 実施される管理対策。 

 

解説 

すべての労働者が十分な訓練を受けることは、WHS 規則の要件である。規則 39(2)では、個人（PCBU）
は、労働者に提供される情報、訓練、指導が適切かつ適正であることを保証（確実に）しなければな
らないとしている。これは、移民労働者のニーズに合わせて訓練を調整する必要があることを意味す
る。他の政府機関も移民労働者の福祉に一役買っている。例えば、公正労働法 2009 に基づき運営さ
れている公正労働委員会や公正労働オンブズマンなど。その責務には、最低雇用条件、労働争議およ
び団体交渉、不当または違法な解雇が含まれる。 

（e）スライド５  
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スライド 

「業務上の健康および安全リスクの管理方法」 行動規範 

 

規則 39(3): 

当該者は、合理的に実行可能な範囲で、本項で規定される情報、研修、指示が、提供される人物が容易
に理解できる方法で提供されることを保証しなければならない。 

 

+ 行動規範は、研修、指示、情報の基準を規定している。 

+ 規則 39 は、すべての情報をすべての労働者が理解できる方法で提供しなければならないことを改め
て規定している。 

+ この要件は、雇用主がこの義務を履行するのを支援するために WorkSafe ACT が発行したガイダンス
資料によって裏付けられている。 

 

解説 

具体的なコンプライアンス規範はないが、「労働衛生安全リスク管理実施規範」には、訓練、指導、情報
に関する基準を定めた項目がある。このセクションは、訓練、指導、情報はすべての労働者が理解でき
る方法で提供されなければならないという第 39 規則の要件を再確認するものである。この要件は、雇
用主がこの義務を果たすのを支援するため、WorkSafe ACT が発行したガイダンス（アドバイス・助言）
資料によってサポートされている。私たちは、文化的・言語的に多様な労働者を支援するための情報提
供に特化したウェブページと、翻訳されたガイダンス資料を用意しています。 

（f）スライド６ 
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スライド 

翻訳 

+ WorkSafe ACT は、WHS 文書をいくつか翻訳しています。翻訳されたガイダンス資料（Translated 

Guidance Materials - WorkSafe ACT） 

+ オーストラリア安全労働局（Safe Work Australia）は、ACT の労働者が利用できる英語以外の言語に翻
訳されたページや文書を幅広く提供しています。オーストラリア安全労働局（Safe Work Australia）言語
ハブ。（Language hub | Safe Work Australia） 

+ TIS ナショナル（Translating and Interpreting Service (TIS National)）：労働者向けの無料翻訳・通訳サー
ビス。 

解説 

特に移民労働者や文化的・言語的に多様な労働者にとって、WHS の基本を理解することは難しいかも
しれない。これに対処するため、WorkSafe ACT は文化的・言語的に多様な雇用団体数社と協力し、これ
らの労働者が答えを必要としている具体的な WHS の懸念を特定し、簡単なファクトシートに翻訳した。
現在、これらのファクトシートは 5 カ国語で提供されている。Safe Work Australia が、ACT の労働者が
利用できる英語以外の言語に翻訳されたページや文書も提供している。さらに、雇用者と英語を話さな
い労働者のために、無料の翻訳・通訳サービスもある。このサービスは 1 日 24 時間、週 7 日稼動して
おり、100以上の言語でサポートを提供しています。 

（g）スライド７ 

 

 

  

https://www.worksafe.act.gov.au/about-worksafe-act/safe-work-month-2024/translated-guidance-materials
https://www.worksafe.act.gov.au/about-worksafe-act/safe-work-month-2024/translated-guidance-materials
https://www.safeworkaustralia.gov.au/language-hub
https://www.tisnational.gov.au/
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スライド 

質問と感謝 

より詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.worksafe.act.gov.au/  

（h）スライド８ 

 

図５ Work Safe ACT のプレゼンテーション「HEALTH AND SAFETY APPROACH TO MIGRANT AND 

VULNERABLE WORKERS」のスライドと解説文の原本と和訳 

 

  

http://www.worksafe.act.gov.au/
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C．Work Safe Victoriaから提供のあった資料の整理 

Work Safe Victoria とのミーティングは、図６に示すような議事次第に従って実施された。 

 

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生研究所、ワークセーフ・ビクトリア 

日付：2025年 2月 12 日 

時間：11:15～13:15 

場所：メルボルン、コリンズ・ストリート 567 番地、レベル 9 

出席者  

• 厚生労働省建設安全対策室技術審査官  

• 労働安全衛生総合研究所 所長代理 

• 労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ 上席研究員 

• 通訳者 

• 健康安全事業部 代理部長 

• 建設・地盤資源部長 健康安全 

• 健康安全主任技術者 

• 農業プログラムマネージャー 

• 外部関係事業部 ビジネスコミュニケーションマネージャー 

• 外部関係部 情報・指導シニアアドバイザー 

• 健康安全執行役員 

目的：労働安全衛生研究所とワークセーフ・ビクトリアとの情報交換 

No. 項目 誰が 

1 国の承認 
 

2 ワークセーフの紹介  

3 厚生労働省・労働安全衛生総合研究所の紹介  

4 
言語、ソーシャルメディア、マーケティング・キャンペーン
を超えたコミュニケーション方法 

 

5 
ガイダンスの作成過程を含め、多言語でコミュニケーション
を行った例 

 

6 

建設 

• 現場で働くために必要なカード 

• EWPなどの文書例 

• コンプライアンス活動 - 他言語の標識と SWMS。 

 

7 農業学習ネットワークに関する情報  
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8 JNIOSH からのプレゼンテーション  

9 質問と回答 すべて 

 
閉会  

 

 

(b) 日本語訳 

図６ Work Safe Victoria とのミーティングにおける議事次第 
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Work Safe Victoria のプレゼンテーション「Work Safe Victoria」のスライドを図７に示す。各スライド
について、前段に各スライドと解説文の原本（英語）、後段にその和訳を示す。 

 

 

スライド 

Work Safe Victoria 

（a）スライド１ 
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スライド 

マーケティングおよびキャンペーン広告 

概要 

* ビクトリア州民の 27.6%が家庭で英語以外の言語を使用している。 

* すべての有料広告の 15%は多文化チャンネルで使用しなければならない。 

* 言語は人口規模と英語能力に基づいて選択される。 

* キャンペーンメッセージは、コミュニケーションの対象となるコミュニティのニーズを反映するよ
うに適応される。 

* 現地語の広告は現地語のウェブサイトページにつながり、すべての関連情報が翻訳されていること
を確認する。 

* さらに、多文化コミュニティにおける職場での安全とワークセーフの認識を高めることを目的とし
た多文化キャンペーンも実施しています。19 言語に翻訳されています。 

 

英語が不自由な人々が話す言語トップ 10* 

言語 英語が不自由な人々 

マンダリン 25.6% 

ベトナム語 30.1% 

広東語 22.6% 

ギリシャ語 16.8% 

アラビア語 14.7% 

イタリア語 13.3% 

パンジャブ語 8.7% 

トルコ語 19.4% 

クメール語 33.5% 

ハザラ語 29% 
 

（g）スライド７  
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スライド 

キャンペーン例（人工石禁止） 

新聞 

ソーシャルメディア 

E メール 

現地語ウェブサイト 

（h）スライド８ 

 

  



分担研究報告書（吉川直孝、大幢勝利） 

70 

 

 

スライド 

キャンペーン例（農業キャンペーン） 

デジタル広告 

（i）スライド９ 
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スライド 

多文化キャンペーン 

このキャンペーンは 19言語に翻訳されています。 

https://www.youtube.com/watch?v=2ipeuo-gzjE&list=PL8jTfq7I4pElGPBR5v5EUcoDmXxevSGtd  

（j）スライド１０ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2ipeuo-gzjE&list=PL8jTfq7I4pElGPBR5v5EUcoDmXxevSGtd


分担研究報告書（吉川直孝、大幢勝利） 

72 

 

 

スライド 

アニメーションを使ったコミュニケーション 

https://www.youtube.com/watch?v=qmu-KCl5GUk  

https://www.youtube.com/watch?v=pKCE_14UXz8  

（k）スライド１１ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qmu-KCl5GUk
https://www.youtube.com/watch?v=pKCE_14UXz8
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スライド 

雇用主と従業員のためのガイダンス 

コンプライアンス・コード：言語の違いを超えて労働安全衛生を伝える。（Compliance code: Communicating 

occupational health and safety across languages | WorkSafe Victoria） 

＊ビクトリア州の雇用主には、適切な言語で安全衛生情報を提供する法的義務があります。 

＊コンプライアンス・コードでは、その方法について説明しています。 

＊以下に関する情報が含まれています。 

＊言語プロファイルの作成 

＊さまざまなコミュニケーション方法 

＊従業員が理解できるように支援する方法。 

（l）スライド１２ 

 

  

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
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スライド 

雇用主と従業員向けガイダンス 

翻訳されたガイダンス 

＊一部のガイダンスは他の言語に翻訳されています。 

＊その業界で話されている言語を選択しています。 

＊プロの翻訳者が翻訳しています。 

＊エンジニアードストーンに関するガイダンスは、以下の言語でご利用いただけます。（Working with 

engineered stone | WorkSafe Victoria） 

＋中国語（簡体字 

＋中国語（繁体字 

＋イタリア語 

＋ベトナム語 

＊季節労働者に関するガイダンスは、以下の言語でご利用いただけます。（Seasonal workers | WorkSafe 

Victoria） 

＋ビスラマ語 

＋フィジー語 

 ＋サモア語 

＋トンガ語 

（m）スライド１３ 

 

  

https://www.worksafe.vic.gov.au/working-engineered-stone
https://www.worksafe.vic.gov.au/working-engineered-stone
https://www.worksafe.vic.gov.au/seasonal-workers
https://www.worksafe.vic.gov.au/seasonal-workers
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スライド 

ビクトリア州での建設に必要なトレーニングおよびライセンス 

＊建設入門トレーニング（ホワイトカード） 

＊高リスク作業ライセンス 

 

高リスク作業免許のクラス 

高リスク作業免許には 30のクラスがあり、以下の種類のプラントや設備を使用することができます。 

土木機械（例：掘削機）や高所作業車の操作には、高リスク作業免許は必要ありません。 

番号 免許     コード 

1   基本足場免許 SB 

2   中級足場免許 SI 

3   上級足場免許 SA 

4   ドギング免許 DG 

5   基本玉掛免許 RB 

6   中級玉掛免許 RI 

 

建設業入門研修（白カード） 

認定された登録訓練機関（RTO）が実施する建設業入門研修コースを受講する。 

（n）スライド１４ 
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スライド 

高リスクの建設作業には、以下のような活動が含まれます。 

1. 人が道路や鉄道の交通路で、またはその上、隣で、2m 以上落下する危険性のある活動 

2. 水または液体の近く、上、隣で、溺れる危険性のある活動 

3. 動力式可動プラントが稼働している作業現場での活動 

4. 崩壊を防ぐために一時的な支持を必要とする構造変更がある場所での活動 

5. 人工的に極端な温度が存在する場所での活動 

6. 通電中の電気設備または設備の近くで 

7. 深さ 1.5m 以上のトレンチまたはシャフトが関わる 

8. 加圧ガス配管または配管の近くで 

9. 解体工事を伴う 

10. 閉鎖空間での作業を伴う 

11. 化学物質、燃料、冷媒の配管の近くで 

12. 傾斜式またはプレキャストコンクリートを伴う 

13. 通信塔での作業を伴う 

14. 潜水を伴う 

15. アスベストの除去または破損を伴う 

16. 汚染または可燃性の雰囲気がある可能性がある場所での作業を伴う 

17. 爆発物の使用を伴う 

18. トンネルでの作業を伴う 

 

どのような作業が伴うか？ 

HRCWの作業内容を列挙する 
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例： 

• 屋根の瓦葺き 

 

どのような危険やリスクがあるか？ 

作業に伴う危険やリスクを列挙する 

例： 

• 屋根からの滑落や転落 

 

どのようなリスク管理対策があるか？ 

リスク管理対策を列挙する 

例： 

• キャッチ・プラットフォームやガードレール・システムを備えた足場 

• ハーネスや適切なアンカーポイントなどの落下防止システム 

 

管理対策の実施方法を列挙する 

例： 

• サプライヤーまたは有資格者による足場またはガードレールの供給および設置 

• 適切な訓練を受けた者による落下防止システムの設置および使用 

 

実施される管理対策の責任者を列挙する 

例： 

• 主任請負業者/建設業者 

• 屋根職人/屋根施工管理者 

 

（o）スライド１５ 
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スライド 

建設におけるコンプライアンス活動 

安全作業方法書（SWMS） 

 

付録 A – 高リスク建設作業（HRCW）の安全作業方法説明書（SWMS）テンプレートのサンプル 

[説明：] 

1. 実行される作業が以下に挙げる HRCW 業務のいずれかを含む場合、その作業が人の健康や安
全に対してリスクをもたらす場合は、SWMS を作成する必要があります。 

2. SWMS を作成することにより、事業者が必要な策を講じその HSR に情報を提供することが求
められます。 

3. SWMS が開発され実施されたら、関連する HRCW に従って作業を行う際に使用する必要があ
ります。 

4. SWMS は作業者および HSR に適切な言語で提供されなければなりません。 

5. SWMS の写しは作業場所において入手可能でなければなりません。 

6. HRCW 作業の完了後、SWMS は確認されていた内容に従って正しく完了されなければなりませ
ん。 

7. HRCW 作業を変更するならば、または HRCW 中にインシデントが発生した場合、またはリス
ク管理措置が有効でないと確認された場合は、SWMS を見直し必要な変更を加えなければなり
ません。 

8. 関連業者が HRCW の請負で SWMS のコピーに署名する必要があります。 

 

含まれるタスクは何ですか？ 

HRCWの作業タスクを一覧表示する 
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例： 

• 屋根瓦 

 

危険とリスクは何ですか？ 

タスクの危険性とリスクをリストアップする 

例： 

• 屋根から滑ったり落ちたりする 

 

リスク管理対策は何ですか？ 

リスク管理対策をリストアップする 

例： 

• キャッチプラットフォームおよびガードレールシステムを備えた足場 

• ハーネスや適切なアンカーポイントなどの落下防止システム 

 

管理措置がどのように実施されるかを判断する 

例： 

• サプライヤーまたは有資格者が設置した足場またはガードレール 

• 落下防止システムを設置し適切な訓練を受けた人によって使用される 

 

実施されている管理措置の責任者をリストアップする 

例： 

• 元請業者／建設業者 

• 屋根職を請負人／屋根建設監督者 

 

一般標識 

（p）スライド１６ 
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スライド 

WorkSafeのガイダンスを多言語に翻訳 

WorkSafe Victoria は、ビデオ字幕を含むガイダンスの翻訳版を提供しています。 

アニメーション動画は、CALD の視聴者にとって理解しやすいことがわかっています。 

 

職場の安全は私たち共通の言語です 

WorkSafe（ワークセーフ）は、すべての労働者が職場で安全でいられるようにサポートしています。下
記のビデオをご覧いただき、WorkSafe について、そしてビクトリア州における職場の安全に関するあな
たの権利について詳しく知ってください。 

 

通訳サービス 

通訳を通じて WorkSafe に連絡するには、13 14 50 に TIS National（TIS ナショナル）へ電話し、ご希
望の言語をお伝えください。 

このサービスは月曜日から金曜日の午前 7時 30分から午後 6時 30 分まで利用可能です。 

 

英語 | 他の言語 

※このページは英語版です。他の言語でもご利用いただけます。 

 

（q）スライド１７ 
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スライド 

産業別の死亡者数の割合（2018 年～2024 年） 

ビクトリア州の建設業：死亡者 

E 建設業 

C 製造業 

I 運輸・郵便業、倉庫業 

O 行政・安全 

A 農業、林業、漁業 

Q 医療・社会福祉 

F 卸売業 

G 小売業 

N 管理・支援サービス 

S その他のサービス 

P 教育・訓練 

D 電気・ガス・水道・廃棄物処理 

M 専門・科学・技術サービス 

R 芸術・娯楽サービス 

B 鉱業 

 

建設業における死亡事故のメカニズムトップ 5（2018 年～2024 年） 

死亡原因 死亡者数 死亡者の割合 

交通事故 160 23％ 

化学物質または物質との長期接触 101 15％ 

特定不能の傷害原因 78 11％ 

高所からの転落 61 9％ 

落下物による打撲 23 3％ 
 

（r）スライド１８  
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スライド 

建設現場での高所からの転落 

高所からの転落災害の統計 

＋建設業界における死亡事故のうち、16 件が高所からの転落によるものでした。（＊） 

＋建設業における高所からの転落による負傷の補償請求件数は 1983件。（＊＊） 

＋高所からの転落による負傷が最も多かった年齢層は 20〜29 歳でした。 

注記： 

＊WorkSafe 死亡事故データ（2019年 12月〜2023年 12月） 

＊＊WorkSafe 補償請求データ（2019 年 11月〜2023 年 11 月） 

（s）スライド１９ 
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スライド 

若年労働者や見習い労働者、特に CALD 労働者や地方在住の労働者は、特にリスクが高い 

 

2019年の調査では、以下の理由により、次のことが明らかになりました。 

若年層や階層が低い層の間では、手抜きをせざるを得ないというプレッシャーが強まっている 

現在の生活や将来の生活は、良好な職場関係を維持することによってのみ得られる安定した雇用に依存
している。そして、良好な職場関係は、熱心に働き、仕事をやり遂げ、指示に従うこと（それがベスト
プラクティスかどうかに関わらず）に依存している。 

この状況は、CALD の視聴者層の間ではさらに顕著です 

＊移民としての背景が彼らの態度に影響を与えている：彼らは労働者の権利や最低限の労働安全衛生が
ほとんどない国から来ていることが多い。 

＊一貫した雇用を維持することへのプレッシャーをより強く感じている。 

この状況は地域住民の間ではさらに顕著である 

＊他の労働者やベストプラクティスに触れる機会が限られているため、労働者は妥当な労働安全衛生慣
行への期待が低い。 

＊業界規制から距離を置いているため、マネージャーや雇用主は、WorkSafe 検査官からの訴訟リスクを
あまり感じていない。 

 

「目立つとつらい目にあうから、他の人がやっていることや言われたことだけをやるようにしていま
す。」国内、リスクのある立場（見習い）（地方） 

（t）スライド２０ 
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スライド 

2019年の調査からのさらなる知見 

 

1. 危険許容度のレベル 

この層（主に若年男性）は、性格的に自分の安全を優先する考えに乏しい傾向があります。 

 

2. 作業要件 

階層の下位にいる人々は、他の人がやりたがらない仕事、例えば不快（危険を伴うこともある。例：レ
ンガの運搬）な仕事を任されがちです。 

 

• 建設労働者は実践的で現場中心の学習を好み、実際の作業を通じて学ぶ傾向があります。 

• 学校や職業訓練校を卒業してからは、形式的な学習をあまりしていない人が多いです。 

見習い労働者は教室での学習よりも現場での実地研修を好みます。 

• 労働安全衛生（OHS）の学習の多くは、ホワイトカードや SWMS、朝礼など義務付けられた内
容に反応的に行われます。 

自主的に OHSを学ぶことはあまり一般的ではありません。 

• 建設労働者は全体的に時間に余裕がなく、画面から離れて作業することが多いため、読書に時間
をかけることはあまりありません。 

そのため、情報は簡潔な形式で提供されることが多いです。 

（u）スライド２１ 
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スライド 

2011年 1月 1日から 2020年 12月 31日までの間に発生した Elevating work platforms（EWP、高所作業
台）による死亡事故 

2021年 4月時点のデータ 

 

産業別死者数 

No. 産業 死者数 

I 運輸・郵便・倉庫業 3 

N 行政・支援サービス業 2 

E 建設業 2 

P 教育・訓練業 1 

C 製造業 1 

F 卸売業 1 

 合計 10 

 

死因別死亡者数 

No. 死因 死亡者数 

26 固定物と移動物の間に挟まれる 4 

1 高所からの転落 3 

57 電気との接触 2 

92 交通事故 1 

 合計 10 
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年齢層別死亡者数 

年齢層 死亡者数 

< 30 1 

30 - 39 4 

40 - 49 2 

50 - 59 2 

60 + 1 

合計 10 
 

（v）スライド２２ 
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スライド 

業界標準の策定 

> 草案は当初、WorkSafe Victoriaが作成 

> WorkSafe Victoriaは業界の代表者および専門家を招き、草案への貢献を依頼 

> オペレーターが容易に理解し、基準を順守できるよう、平易でシンプルな英語で作成 

> 図解およびそのスタイルは、教育レベルや使用言語の違いを超えてコミュニケーションを円滑に行う
ことを目的に、特別に選択 

> 印刷版も入手可能（要請に応じて） 

> 現在、ビクトリア州における電動工具の安全な使用に関する業界標準は、電動工具の安全な使用に関
する「最新知識」を代表するものとなっている 

（w）スライド２３ 
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スライド 

訓練、能力、ライセンス 

 

高リスク作業ライセンス 

 

RTO（登録教習機関）産業訓練 

 

習熟訓練 

（x）スライド２４ 
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スライド 

衝突 - リスク管理 

二次的な保護 

 

図 22 – プラットフォームに取り付けられた物理的バリアの例 

 

図 24 – 圧力感知装置の例 

（y）スライド２５ 
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スライド 

QR コード 

ステッカー 

（z）スライド２６ 
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スライド 

農業安全学習ネットワーク 

 

概要 

 

120万ドル、2年間のパイロットプログラム（2022年 10月～2024年 12月）は、農業ビジネスにおける
安全問題について行動を起こし、変化をもたらす協調ネットワークを構築することで、農場の安全性の
向上を目指しています。 

 

○ 主導組織 > 運営委員会 > パートナー > 参加農家 

 

2つの業界団体が、それぞれの業界の状況に適応した農業 SLN を主導するために資金提供され、安全に
対する意識を高め、ピア・ツー・ピアのサポートを提供し、安全な成果を改善する農場での実践的な変
化を促すための、より繊細なアプローチを実施しました。 

 

SLN は、農家、業界団体、専門家を結びつけ、行動科学の手法と協調的な問題解決を用いて、 

>農家が農場経営に改善された安全システムを組み込む上での障壁を特定し、 

>これらの障壁に対処するイニシアティブを開発し、実施する。 

>安全に対する考え方や姿勢を変え、農場での安全行動を改善することを目的とする。 

>SLN は、死亡事故や負傷の主な原因を考慮し、安全でない作業慣行の一次予防に重点を置いた安全イ
ニシアティブを開発した。 

（aa）スライド２７ 
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スライド 

農業安全学習ネットワーク 

 

○ビクトリア州生鮮食品ネットワーク（VFPN） 

主導団体：Velisha Education Group（VEG） 

サブ産業の焦点：園芸 - ビクトリア州の主要な栽培地域（サンレイジア、ゴールバーンバレー、ギプ
スランド、ウェリビー・サウス）の 4つの地域ハブ。 

アプローチ：個別コンサルティング - 各地域ハブの 3つの農場で、農場での安全システムの改善と、
より幅広い業界への知識の共有に取り組む。 

成果 

* プロジェクト対象：従業員約 516名の 12農場。 

* 各農場で新しい安全作業システムを導入：騒音管理、交通整理、研修プログラム、CALD 労働者の
ためのトラクター周辺の安全作業システム。 

* 園芸業界の活性化：2023 年と 2024 年の園芸業界年次会議で、史上初めて安全に関するプレゼンテ
ーションを実施。 

 

○より安全な農場 家族と未来（S3F） 

指導組織：ORM Pty Ltd 

サブ産業の焦点：ウィメラ/マリー地域全体における穀物/混合農業企業 

アプローチ：2つの流れ - ピア・トゥ・ピア（P2P）の流れでは、14の参加農場と 5回のワークショ
ップを開催。 コミュニティ・ベース・ソーシャル・マーケティング（CBSM）の流れでは、少数の農
家が、農機具の安全対策について共有、議論、学習するプラットフォームに参加。 

成果 

* プロジェクトの対象：14の事業所、従業員数 35名 

* P2P の参加者全員が、農場の安全性を向上させた。その中には、導入、安全対策に関する農場での
話し合い/相談、潜在的な OHSリスクの検証などが含まれる 

* 業界の活性化： 

* 収穫前のワークショップを開始 

* 穀物研究開発公社（GRDC）の安全対策に重点を置く 

（bb）スライド２８  
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スライド 

CALD リソース 

VFPN CALD 労働者のための安全作業システム 

農場 1 

多様な労働者向けに、以下のような新しい安全対策を考案しました。 

1. 安全情報を伝える視覚資料 

2. 対象言語によるメッセージ 

3. 理解しやすいように文字を減らした資料 

カスタマイズされたトレーニングアプローチ また、オーナーは安全トレーニングに実践的なアプロー
チを取り入れ、安全規則、収穫技術、梱包手順について毎日指導を行いました。このような安全手順の
一貫した強化が、安全な作業環境の維持につながっています。 

 

農場 2 

CALD 労働者にとって効果的なトラクター操作の安全システムを開発。 

主な要素は以下の通りです。 

1. リスク評価 

2. 標準作業手順（SOP）：安全なトラクターの使用に関する詳細なガイドラインを策定。特に、植え付
け作業に重点を置いた。 

3. 文化的に配慮したトレーニング：文化的に馴染みのある例やシナリオを盛り込み、双方向のワークシ
ョップ、視覚教材、実演など、さまざまな指導方法を導入。コミュニケーションスタイルや学習の好み
における文化的なニュアンスを考慮 

4. フィードバックと継続的なモニタリング：定期的な協議を実施し、CALD 労働者からのフィードバッ
クを収集することで、トレーニングプログラムを評価、調整、改善。 
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園芸業の季節労働者向けの健康と安全に関する情報。 

ビクトリア州の太平洋諸島コミュニティのリーダーと共同で作成。 

園芸農場で働く際に予想されること、安全の確保、体調管理に関するビデオ、ファクトシート、ポスタ
ー。 

利用可能言語： 

＊英語 

＊ビスラマ語 

＊フィジー語 

＊サモア語 

＊トンガ語 

 

Seasonal workers | WorkSafe Victoria 

（cc）スライド２９ 

 

図７ Work Safe Victoriaのプレゼンテーション「Work Safe Victoria」のスライドと解説文の原本と和訳 

 

  

https://www.worksafe.vic.gov.au/seasonal-workers
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次に、Work Safe Victoria に対する質問と WSV からの回答を表２に示す。 

 

表２ 安衛研から WSV に対する質問と WSV からの回答 

オーストラリアの労働安全衛生に関する質問 

 

○ オーストラリアにおける移民労働者および労働災害の統計 

 

1. オーストラリアにおいて、オーストラリア国籍を持っていない移民労働者の総数及び総人口に対
する比率を教えてください。また、その統計データが掲載されている行政機関のホームページを
教えてください。 

（回答） 

2023年現在、オーストラリアには、約 68万人のニュージーランド人を含む、約 190万人の
就労可能な一時的ビザを持つ人が滞在している。これはオーストラリアの総人口の約 7％に
相当する。  

2023-24年の移民入国に最も貢献したのは一時的ビザ保持者であった。留学生が 20万 7,000

人で最大の一時的ビザ保持者であったが、これは 2022-23年の 27万 8,000人から減少した。
その他の一時的ビザ保持者は、訪問者（90,000人）、ワーキングホリデー・メーカー
（80,000人）、一時的技能者（49,000人）であった。 

しかし、オーストラリア国籍を持たない移民労働者の総数に関する具体的なデータは、容易
に入手できない。  

オーストラリアにおける移民労働者に関する包括的で最新の統計については、オーストラリ
ア統計局（ABS）がデータの収集と公表を担当する主要な政府機関である。ABSは、移民およ
び雇用統計に関する詳細な報告書を定期的に発行しています。ABSの公式ウェブサイトか
ら、レポートやデータセットにアクセスすることができます：ABS - 海外移住 

 

 

2. オーストラリアの労働災害の統計データが掲載されている行政機関のホームページを教えてくだ
さい。死傷災害統計も掲載されていますでしょうか？傷病の場合，休業何日以上から統計をとれ
ていますでしょうか？また，移民労働者のみの死傷災害統計はございますでしょうか？ 

（回答） 

オーストラリアでは、複数の政府機関が、負傷者や死亡者を含む労働災害に関する統計デー
タを提供している： 

1. セーフワーク・オーストラリアこの国家機関は、労働関連の負傷、疾病、死亡事故に

関する包括的なデータを提供している。インタラクティブなデータページでは、詳細

な統計と洞察を提供しています。セーフワーク・オーストラリア - 主要労働安全衛

生統計 オーストラリア 2024年 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/overseas-migration/latest-release?
https://data.safeworkaustralia.gov.au/insights/key-whs-stats-2024?
https://data.safeworkaustralia.gov.au/insights/key-whs-stats-2024?
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2. オーストラリア統計局（ABS）：ABSは労働災害に関する報告書を発行し、発生件数、

原因、その他の関連情報を詳述している。ABS - 労働災害 

3. 州および準州の労働安全衛生規制機関：各州・準州には、職場の安全衛生データを集

計・報告する規制当局がある。例えば、ビクトリア州労働安全衛生局（WorkSafe 

Victoria）は、保険金請求や職場での死亡事故に関する統計レポートを提供してい

る。ビクトリア州労働安全衛生局（WorkSafe Victoria） - データと統計 

傷病に関する統計の収集に関して、セーフワーク・オーストラリアは、重大な労災補償請求
を 1週間以上の欠勤を伴うものと定義している。  

移民労働者の死傷に特化した統計に関しては、この層を分離した一般に入手可能なデータは
限られている。ほとんどの報告書は、移民労働者と非移民労働者を区別せずに集計データを
提供している。  

 

 

○ 移民労働者の在留資格・ビザに関する制度 

 

3. オーストラリアにおいて、各種のビザがあると思いますが、Temporary Work Visasでは、ビザを
取得するためにどのような要件が課されていますか？滞在期間に制限はありますか？ 

（回答） 

オーストラリアには様々な短期就労ビザがあり、それぞれ特定の条件や滞在期間の制限があ
ります。ここでは、一般的なビザについてご紹介します： 

1. 一時就労（短期滞在専門家）ビザ（サブクラス 400）： 

o 目的短期で専門性の高い非継続的な仕事を請け負う個人向け。 

o 滞在期間：通常は最長 3カ月。限られた状況下では最長 6カ月。  

o 必要条件 

 オーストラリアでは得難い専門的な技能、知識、経験を有すること。 

 業務が継続的でないことを示す証拠を提出すること。 

 健康および性格に関する基準を満たす。 

2. 一時的技能不足（TSS）ビザ（サブクラス 482）： 

o 目的：雇用主が熟練労働者を受け入れることで、労働力不足に対処できるよ

うにする。 

https://www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/work-related-injuries/latest-release?
https://www.worksafe.vic.gov.au/data-and-statistics?
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o 滞在期間 

 短期ストリーム：最長 2年 

 中期ストリーム：最長 4年。 

o 必要条件 

 承認された雇用主によるスポンサーシップ 

 該当する技能職業リストに記載されている職業。 

 英語能力基準を満たす。 

 健康条件と性格条件を満たす。 

3. ワーキングホリデービザ（サブクラス 417）とワーホリビザ（サブクラス 462）： 

o 目的：若者がオーストラリアで休暇を過ごしながら、滞在資金を得るための

短期就労ができるようにする。 

o 滞在期間最長 12カ月。特定の条件下で延長の可能性あり。 

o 必要条件 

 18歳から 30歳まで（国によっては 35歳まで）。 

 対象国の有効なパスポートを所持していること。 

 扶養する子供を同伴しない。 

 健康、性格、経済的基準を満たしていること。 

それぞれのビザの種類には、明確な条件と資格基準がある。  

 

4. 在留資格に影響する行政罰について教えてください。労働法令に違反したら、次から外国人労働
者を雇用できなくなる（ビザのスポンサーでいられなくなる）など。その前提として、外国人労
働者の在留資格やビザはWork Safe が管理されていますでしょうか？ 

（回答） 

労働法、特に外国人労働者の雇用に関する法律に違反した雇用主は、多額の行政罰に直面す
る可能性があり、海外従業員をスポンサーする能力に影響を与える可能性がある。  

内務省は、スポンサーが義務に違反した場合の制裁措置について、以下のように概説してい
る： 
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• スポンサーシップの停止または取消：雇用主は、スポンサーシップの権利を停止また

は取り消しされ、新たな移民労働者のスポン サーシップができなくなる可能性があ

る。 

• 違反通知と罰金：スポンサーシップの義務に違反した場合、金銭的な罰則が課される

ことがあります。 

• 民事罰または刑事罰：重大な違反や度重なる違反は、民事または刑事手続きにつなが

り、多額の罰金や禁固刑が科される可能性があります。 

2024年 7月 1日以降、政府は、公正労働法に基づき移民労働者を搾取した、またはスポンサ
ー義務に違反したと認められた雇用主が、一時的なビザ保持者を雇用することを禁止する権
限を有する。この措置は、移民労働者の保護を強化し、オーストラリアの移民プログラムの
完全性を維持することを目的としている。  

外国人労働者の在留資格とビザの管理責任は内務省にある。  

 

 

 

○ 労働安全衛生法に関する罰則と法的規制 

 

5. 労働安全衛生法または労働安全衛生規則に違反した場合、罰金や罰則はどの程度でしょうか？ 

（回答） 

ビクトリア 

2004年労働安全衛生法（OHS法）および 2017年労働安全衛生規則（OHS規則）に違反した場
合、重大な罰則が科される可能性があり、その罰則は違反の程度や違反者が個人か法人かに
よって異なります。 

OHS法における主な罰則 

• 一般的な義務違反： 

o 個人（自然人）：1,800ペナルティ単位まで。 

o 法人：9,000罰金単位まで。 

• 特定の犯罪 

o 職場の安全確保義務違反（第 21条）：罰則は上記の一般的義務違反を反映し
たものである。 

o 安全な工場および作業システムの維持不履行（第 40条）：個人に対しては最
高 500単位、法人に対しては最高 2,500単位の罰則。 

注：2024年 7月 1日現在、ビクトリア州における 1罰金単位の価値は 192.31ドルである。
従って、罰金の上限は、個人で約$346,158、法人で約$1,730,790となる。 

職場における過失致死罪 

この犯罪は、2004年労働安全衛生法（OHS法）に基づく一定の義務に違反し、義務を負って
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いた他人を死亡させた、雇用主または以下に示すその他の義務保有者、あるいは組織の役員
による過失行為に適用される。 

業務上過失致死罪で有罪判決を受けた場合、以下の罰則が適用される（2020年 7月 1日現
在）： 

• 個人に対しては最高 25年の禁固刑。 

• 法人には最高 1650万ドルの罰金 

これらの罰則は、違反の重大性を反映したものであり、労働安全衛生義務違反に対する組織
や役員個人の強い抑止力を生み出し、職場での死亡事故を防止することを目的としている。 

詳しくは、ワークセーフ・ビクトリア（WorkSafe Victoria） - 職場 過失致死罪
（Workplace Manslaughter ）をご覧ください。  

OHS規則に基づく罰則： 

• 違反した場合、個人には最高 100罰金単位、法人には最高 500罰金単位の罰金を科す
ことができる。 

侵害通知： 

• 2021年 7月 31日以降、ワークセーフの検査官は、特定の違反に対して、最高 10ペ
ナルティユニット（2024年 7月 1日現在、約 1,923ドル）の罰則を伴う違反通知を
発行する権限を有する。 

違約金保険の禁止 

• 2022年 9月 21日より、OHS法に基づく罰金に対して個人または組織を補償する契約
または保険手配を結ぶことは違反となる。このような違反に対する罰則は以下の通
り： 

o 個人：最高 300ペナルティユニット（約 57,693ドル）。 

o 法人：最高 1,500罰金単位（約 288,465ドル）。 

これらの厳しい罰則は、ビクトリア州における労働安全衛生義務を遵守することの重要性を
強調している。 

全国的に： 

モデル WHS法は、同法に基づく違反行為に対する罰則として知られる最高金額を規定してい
る。 

労働安全衛生（WHS）法は、犯罪を 3つのカテゴリーに分類し、それぞれに対応する罰則を設
けている： 

カテゴリー1：義務保持者が合理的な弁解をすることなく、重大な過失を伴う行為に関与した
場合、または死亡や重傷、疾病のリスクに関して無謀であった場合。  

• 法人：最高 300万ドル 

https://www.worksafe.vic.gov.au/victorias-new-workplace-manslaughter-offences
https://www.worksafe.vic.gov.au/victorias-new-workplace-manslaughter-offences
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• 事業または事業を行う者（PCBU）または役員としての個人：最高 60万ドルおよび/ま

たは 5年の禁固刑 

• 個人（労働者など）：最高$300,000および/または 5年の禁固刑。 

カテゴリー2：義務者が安全衛生義務を遵守せず、人を死亡または重傷、疾病のリスクにさら
す。  

• 法人：最高 150万ドル 

• PCBUまたは役員としての個人：最高$300,000。 

• 個人（労働者など）：最高$150,000まで。 

カテゴリー3：義務者が安全衛生義務を遵守しない。 

• 法人：最高 500,000ドル 

• PCBUまたは役員としての個人：最高 100,000ドル 

• 個人（労働者など）：最高 50,000ドル 

これらの罰則については、Safe Work Australiaが概説している。  

SafeWork Australia - WHS法に基づく罰則 

SafeWork オーストラリア - 管轄地域比較表 

 

業務上過失致死： 

モデル WHS法には、管轄区域が業務上過失致死罪を挿入できるようにするための管轄区域注
記が含まれている。モデル罰則は、法人に対しては 1,800万ドル、個人に対しては 20年の禁
固刑である。 

具体的な罰則は、オーストラリアの州や準州によって異なることに注意する必要がある。  

 

 

○ 労働安全衛生教育に関する制度と支援 

 

6. 移民労働者に対する安全衛生教育の規定・指針として、Work Safe Victoriaのコンプライアンスコ
ードを確認することができました。オーストラリアの各州でこのようなコンプライアンスコード
があるのでしょうか？ 

[参考 URL]Compliance code: Communicating occupational health and safety across languages | WorkSafe 

Victoria 

（回答） 

各州および準州には、職場の安全衛生を担当する独自の規制機関があり、雇用者と労働
者を指導するためのさまざまな実施規範を提供している。  

すべての管轄区域に「言語を超えた労働安全衛生の伝達」という特別なタイトルの遵守

https://www.safeworkaustralia.gov.au/law-and-regulation/legislation/penalties-under-whs-laws?utm_source=chatgpt.com
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.safeworkaustralia.gov.au/sites/default/files/2024-07/updated_cross-_jurisdictional_table_of_penalties_-_18_july_2024_-_final.pdf
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
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規定があるわけではないが、多くの管轄区域では、文化的・言語的に多様な（CALD）労
働者に安全情報を効果的に伝達するためのガイダンスを提供している。 

例えば、こうだ： 

• オーストラリア首都特別地域（ACT）：WorkSafe ACTは、労働災害を防止するた

めに、労働安全衛生（WHS）情報を利用しやすい形式で伝えることの重要性を強

調している。PCBU（Persons Conducting a Business or Undertaking）は、言

語または文化的障壁を特定し、CALD労働者に適切なサポートを提供するようア

ドバイスしている。WorkSafe ACT - 文化的・言語的に多様な（CALD）労働者の

支援 

 

• クイーンズランド州ワークセーフ・クイーンズランド（WorkSafe Queensland）

は、WHS法が適用されるすべての職場に適用される「労働安全衛生協議・協力・

調整実施規範（Work Health and Safety Consultation, Cooperation and 

Coordination Code of Practice）」を提供している。この規範は、多様な文化

的・言語的背景を持つ労働者を含む、労働者との効果的なコンサルテーション

に関する実践的なガイダンスを提供しています。ワークセーフ QLD - 労働安全

衛生協議、協力、調整  

 

• ニューサウスウェールズ州（NSW）：セーフワーク・ニューサウスウェールズ

（NSW）州には、「労働安全衛生協議、協力、調整」と題する同様の規範があ

り、安全衛生問題に関して労働者と協議する方法を概説し、CALD患者を含むす

べての労働者が参加できるようにしている。セーフワーク・ニュー・サウス・

ウェールズ（SafeWork NSW） - 労働安全衛生協議・協力・調整  

 

これらの規範の具体的なタイトルや内容は異なるかもしれないが、すべての管轄区域に
共通する基本原則は、職場における効果的なコミュニケーションと協議の重要性であ
る。使用者は、CALD労働者の安全情報の理解を妨げる可能性のある言語的または文化的
障壁を積極的に特定し、対処することが奨励される。 

 

 

7. Safe Work or Work Safeがこのコンプライアンスコードに求める最低基準はありますか？移民労
働者の出身国の母国語での教育を規定するものはありますか？ 

（回答） 

職場の安全衛生（WHS）法は、文化的・言語的に多様な（CALD）背景を持つ労働者を含
むすべての労働者が、 、安全衛生情報を理解できるようにすることを雇用主に義務づ

https://www.worksafe.act.gov.au/health-and-safety-portal/safety-topics/new-and-vulnerable-workers/supporting-culturally-and-linguistically-diverse-cald-workers?
https://www.worksafe.act.gov.au/health-and-safety-portal/safety-topics/new-and-vulnerable-workers/supporting-culturally-and-linguistically-diverse-cald-workers?
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/72647/whs-consultation-cooperation-coordination-cop-2021.pdf?
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/72647/whs-consultation-cooperation-coordination-cop-2021.pdf?
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/50071/Code-of-practice_WHS-consultation-cooperation-and-coordination_February-2022.pdf?
https://www.safework.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/50071/Code-of-practice_WHS-consultation-cooperation-and-coordination_February-2022.pdf?
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けている。すべての州や地域に共通するコンプライアンス規範があるわけではないが、
効果的なコミュニケーションの原則は、国や地域のガイドラインに組み込まれている。 

オーストラリア国内では、Safe Work Australiaが、移民労働者や多文化労働者とのコ
ミュニケーションを支援するためのリソースを作成している。この情報シートは、労働
者の多様なニーズに合わせてコミュニケーションを調整し、すべての人が職場の危険や
リスクを理解できるようにするためのガイダンスを提供しています。SafeWork 

Australia - 移民・多文化労働者との労働安全衛生に関するコミュニケーション 

労働者の母国語での教育提供については、個人の母国語のみで訓練を実施する明確な法
的要件はないが、雇用主はすべての労働者が安全衛生情報を理解できるようにする義務
がある。そのためには、翻訳された資料を提供したり、通訳を雇ったり、言葉の壁を埋
めるために視覚教材を利用したりすることが考えられます。具体的な方法は、労働者固
有のニーズや職場環境の性質に基づいて決定されるべきである。 

要約すると、すべての管轄区域で標準化されたコンプライアンス・コードは存在しない
が、国レベルおよび州レベルの機関は、言語的背景に関係なく、すべての労働者に安全
衛生情報が効果的に伝達されるようにするためのガイダンスを提供している。 

 

 

8. オーストラリアでは就労ビザによって英語能力が異なると思いますが、英語の理解能力に応じた
安全衛生教育のサポートはありますか？ある場合、どのようなサポートがありますか？ 

（回答） 

全国 

いくつかのリソースと戦略がある： 

1. 翻訳・通訳サービス： 

o 翻訳・通訳サービス（Translating and Interpreting Service、TIS 

National）は、英語を話さない人を支援するために無料の通訳サービス

を提供しています。雇用主は、トレーニングセッション中の効果的なコ

ミュニケーションを促進するために通訳を手配することができます。TIS

ナショナル 

2. オーダーメイドのコミュニケーション戦略： 

o 雇用主は、文化的・言語的に多様な（CALD）労働者のニーズに合わせて

コミュニケーション方法を適応させることが奨励される。これには、翻

訳された資料の提供、視覚的補助具の活用、安全に関する指示が明確で

利用しやすいことの確認などが含まれる。  

3. 文化認識とトレーニング： 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/pcbu-information-sheet-communicating-migrant-and-multicultural-workers-about-work-health-and-safety?
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/pcbu-information-sheet-communicating-migrant-and-multicultural-workers-about-work-health-and-safety?
https://www.tisnational.gov.au/Non-English-speakers/Other-services-for-non-English-speakers?
https://www.tisnational.gov.au/Non-English-speakers/Other-services-for-non-English-speakers?
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o 文化的な違いを理解することは、安全情報を効果的に伝える上で極めて

重要である。雇用主は、あらゆるギャップを埋め、すべての労働者が職

場で快適に情報を得られるようにするために、文化的トレーニングを検

討すべきである。  

4. 成人移民英語プログラム（AMEP）： 

o AMEPは、資格のある移民および人道的入国者に無料の英語授業を提供

し、英語力の向上を支援することで、職場安全情報の理解を深めること

ができる。内務省 - 成人移民英語 

これらの戦略を実施し、利用可能なリソースを活用することで、雇用主は英語力に関係
なく、すべての従業員にとってより安全で包括的な職場環境を作ることができる。 

 

ビクトリアにて 

ワークセーフ・ビクトリア州は、文化的・言語的に多様な職場の雇用者に実践的なガイ
ダンスを提供するコンプライアンス・コード「Communicating Occupational Health 

and Safety Across Languages」を策定した。 

ワークセーフ・ビクトリア - 労働安全衛生の言語によるコミュニケーション 

コンプライアンス・コードからの主な提言： 

1. 労働者の言語ニーズを評価する： 

o コミュニケーション戦略を効果的に調整するために、従業員が主に使用
する言語を特定する。 

2. 言語サポートサービスを利用する： 

o 安全衛生情報を正確に伝えるため、専門の通訳・翻訳者を雇う。 

o コミュニケーションを円滑にするために、多言語を話す従業員を活用
し、この役割のために適切な訓練を受けていることを確認する。 

3. ビジュアル・コミュニケーションとマルチモーダル・コミュニケーションの実
践： 

o 口頭や書面による指示を補足するために、視覚的な補助具、デモンスト
レーション、わかりやすい看板を使用し、言葉の壁を越えて理解力を高
める。 

4. 適切な言語によるトレーニングを提供する： 

o 従業員が理解できる言語で、安全衛生トレーニングセッションを実施す
る。 

さらに、英語以外の言語で職場のウェルビーイングを支援するための資料も用意されて

います。ワークセーフ・ビクトリア - 言語 

https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages?
https://www.worksafe.vic.gov.au/languages
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9. 移民労働者向けの安全衛生に関する教材はありますか？教材は英語だけでなく，出身国の母国語
の教材もございますでしょうか？もしあれば，そのURL を押して下さい． 

（回答） 

 

はい、オーストラリアの移民労働者向けに特別にデザインされた安全衛生研修資料があ
り、多言語で利用できます。これらの資料は、英語力に関係なく、すべての労働者が重
要な安全情報を利用できるようにすることを目的としています。 

Safe Work Australiaは、アラビア語、中国語、ベトナム語を含む 11言語で翻訳された
情報シートを提供している。これらのシートは、労働安全衛生責任と労働者災害補償を
カバーしています。SafeWork Australia - 移民・多文化労働者向けリソース 

ビクトリア州労働安全衛生局（WorkSafe Victoria）は、20カ国語に翻訳された安全衛
生ガイダンス資料を提供している。研修資料を翻訳することの重要性を強調し、理解を
深めるためにピクトグラム、視聴覚資料、実演などの補助的な方法を提案している。  

ビクトリア州労働安全衛生局（WorkSafe Victoria） - 文化的、言語的に多様な労働力
を支援する 

ワークセーフ・ビクトリア - 言語 

セーフワーク・ニュー・サウス・ウェールズ（SafeWork NSW）には、16言語のビデオ、
ポスター、ウェブページを集めた翻訳資料ハブがある。これらの資料は、文化的・言語
的に多様な（CALD）労働者が、労働安全衛生情報をより利用しやすくするためのもので
ある。  

SafeWork NSW - リスクのある労働者 

SafeWork NSW - 翻訳リソース 

 

 

 

○ 労働安全衛生に関する相談窓口 

10. 移民労働者が職場での安全衛生について政府に相談できる窓口はありますか？母国語で問い合
わせることは可能ですか？ 

（回答） 

オーストラリアでは、移民労働者は、職場の安全衛生に関 する懸念を話し合うため
に、複数の政府資料を利用することができ、多言語でサポー トを受けることができ
る： 

1. 公正労働オンブズマン（FWO）： 

o 目的：オーストラリアの労働法の下での労働者の権利と責任を理解する

ことを支援する。 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/safety-topic/managing-health-and-safety/migrant-and-multicultural-workers/resources
https://www.worksafe.vic.gov.au/workwell-toolkit-support-your-culturally-and-linguistically-diverse-workforce?
https://www.worksafe.vic.gov.au/workwell-toolkit-support-your-culturally-and-linguistically-diverse-workforce?
https://www.worksafe.vic.gov.au/languages
https://www.safework.nsw.gov.au/safety-starts-here/mental-health-at-work-the-basics/at-risk-workers?
https://www.safework.nsw.gov.au/advice-and-resources/translated-resources
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o 連絡先 

 電話番号 13 13 94 

 言語支援：英語以外の言語によるサポートについては、翻訳・通

訳サービス（TIS National）（13 14 50）に連絡し、フェアワー

ク・インフォラインへの接続を要請する。  

 ウェブサイト： fairwork.gov.au - ビザ保持者と移民労働者 - 

職場の権利と資格 

2. セーフ・ワーク・オーストラリア 

o 目的：職場の安全衛生に関する国家政策と戦略を策定する。 

o ウェブサイト：safeworkaustralia.gov.au 

 

3. 州および準州の労働安全衛生当局： 

o 目的：各州および準州には、職場の安全衛生規制を施行する責任を負う

独自の当局がある。 

o 連絡先 

 ビクトリア州：ワークセーフ・ビクトリア 

 電話番号 1800 136 089 

 ウェブサイト: worksafe.vic.gov.au 

 ニューサウスウェールズ州セーフワーク NSW 

 電話番号 13 10 50 

 ウェブサイト：safework.nsw.gov.au 

 クイーンズランド州クイーンズランド州労働安全衛生 

 電話番号 1300 362 128 

 ウェブサイト: worksafe.qld.gov.au 

 西オーストラリア州ワークセーフ WA 

 電話番号 1300 307 877 

https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/fact-sheets/rights-and-obligations/visa-holders-and-migrant-workers-workplace-rights-and-entitlements?
https://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/fact-sheets/rights-and-obligations/visa-holders-and-migrant-workers-workplace-rights-and-entitlements?
https://www.safeworkaustralia.gov.au/
https://www.worksafe.vic.gov.au/
https://www.safework.nsw.gov.au/
https://www.worksafe.qld.gov.au/
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 ウェブサイト: worksafe.wa.gov.au 

 南オーストラリア州セーフワーク SA 

 電話番号 1300 365 255 

 ウェブサイト：safework.sa.gov.au 

 タスマニア州：ワークセーフ・タスマニア 

 電話番号 1300 366 322 

 ウェブサイト: worksafe.tas.gov.au 

 オーストラリア首都特別地域ワークセーフ ACT 

 電話番号 13 22 81 

 ウェブサイト：worksafe.act.gov.au 

 ノーザン・テリトリーNTワークセーフ 

 電話番号 1800 019 115 

 ウェブサイト: worksafe.nt.gov.au 

 
 

 

 

  

https://www.worksafe.wa.gov.au/
https://safework.sa.gov.au/
https://worksafe.tas.gov.au/
https://www.worksafe.act.gov.au/
https://worksafe.nt.gov.au/
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D．同社に対する質問と回答 

２月１３日のミーティングに先立ち、水道工事会社に対する質問票をお送りし、その回答が事前に得
られていたため、それを表３に示す。 

 

表３ 水道工事会社に対する質問と回答 

Questions for Work Health and Safety in Australia 

 

○御社における移民労働者の数 

1. 御社において、オーストラリア国籍を持っていない移民労働者の総数及び総職員数に対する比率
を教えてください。 

私達の会社では、現在永住権を申請中の VISA 社員が 2 名いる。これは全従業員の 3％に相当す
る。 

 

以下の質問は，御社に移民労働者の方がいらっしゃる場合のみで結構です． 

移民労働者の方がいらっしゃらない場合，お答えいただかなくても結構です．もしくは，分かる範囲
内でお答えいただけますと幸いです． 

 

 

○移民労働者の在留資格・ビザに関する制度 

2. 御社において、もし移民労働者の方がいらっしゃる場合，どのようなビザで御社に勤務されてい
ますでしょうか？ビザの種類によっては滞在期間に制限はありますか？ 

一時的な卒業ビザ - 3年間の一時的なブリッジング VISA。 

VISAの種類によっては、滞在期間、出国・帰国の制限、就労時間や期間に関して適用される制限
が。 

VEVO (Visa Entitlement Verification Online)は、ビザ保持者、雇用主、教育機関、その他の組
織がビザの条件や詳細を確認できるようにするものです。 

 

3. 在留資格に影響する行政罰について教えてください。労働法令に違反したら、次から移民労働者
を雇用できなくなる（ビザのスポンサーでいられなくなる）など，ございますでしょうか。 

オーストラリアでは、雇用主が移民労働者のスポンサーになるには、まず地元の労働者を探すな
ど、厳しい条件があります。VISA申請者は、基準の一部として英語テストに合格しなければなら
ない。 

詳細は下記を参照のこと： 

Learn about sponsoring 

私達の会社は VISAワーカーをスポンサーしていない。 

 

 

○労働安全衛生法に関する罰則と法的規制 

4. 労働安全衛生法または労働安全衛生規則に違反した場合、罰金や罰則はどの程度でしょうか？ 
OHS法には幅広い違反が含まれる。最も一般的な違反は、雇用主が(1)職場が従業員にとって安全

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/employing-and-sponsoring-someone/sponsoring-workers/learn-about-sponsoring
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であること、(2)他の人々が危険にさらされていないことを確認しないことである。企業がこの犯
した場合、最高罰金は約 170万ドル（1回の違反につき）。個人の場合、最高罰金は約$ 350,000

です。2020年 7月 1日からは、業務上過失致死罪の規定も導入された。新法の目的は、職場での
死亡事故を防止し、労働安全衛生義務を遵守するよう義務者に強い抑止力を与え、職場で人々の
命を危険にさらすことは許されないという強いメッセージを送ることである。 

今回の改正は、新たな義務を課すものではなく、OHS 下で既に課せられている義務に、より厳し
い罰則を課すものである。現在法律が定めているように、雇用主や義務者は、事業遂行に伴うリ
スクについて、また、それらのリスクを軽減するためにどのような措置を講じることができるか
について、立ち止まって考えるべきである。 

罰則 

業務上過失致死罪で有罪判決を受けた場合、以下の罰則が適用される（2020年 7月 1日現在）： 

• 個人に対しては最高 25年の禁固刑。 

• 法人には最高 1650万ドルの罰金 

これらの罰則は、違反の重大性を反映したものであり、労働安全衛生義務違反に対する組織や役
員個人の強い抑止力を生み出し、職場での死亡事故を防止することを目的としている。 

詳細は下記を参照のこと： 

Victoria's new workplace manslaughter offences | WorkSafe Victoria 

 

5. 日本では特に中小建設工事業者の労働災害防止活動が低調になっています。原因として、日本で
は刑事上の罰が軽く、罰を受ける確率が低いなど、労働災害防止活動に取り組むインセンティブ
が低いことが一つの要因ではないかと考えています。御社が労働災害防止活動に取り組む動機は
何でしょうか。オーストラリアの罰金や罰則は労働災害防止に取り組む動機となっているのでし
ょうか。 

ビクトリア州の労働安全衛生は法律で義務付けられている。 

雇用主には、合理的に実行可能な限り、安全で健康へのリスクがない職場提供し、維持する厳格
な義務がある： 

• 安全な工場（機械設備）を提供し、維持する。 

• 安全な作業システムを提供し、維持する。例えば、危険性の高い場所への立ち入りを管理し、
高所からの墜落を防止するシステムを提供する。 

• プラントや物質の安全な使用、取り扱い、保管、輸送を確保する。 

• 自分が管理・監督する職場を、健康へのリスクがなく、安全な状態に保つ（例えば、非常口が
ふさがれていないか、職場は全体的に整理整頓されているかなど）。 

• あなたが管理・監督する職場には、福利厚生のための適切な施設を提供すること。 

• 従業員が、健康へのリスクがなく安全な方法で業務を遂行できるよう、必要な情報、指示、訓
練、または監督を与えること。 

何が合理的に実行可能か、どうやって知るのか？ 

法律は、雇用主に対し、合理的に実行可能な限りリスクを排除するよう求めています。何が合理
的に実行可能であるかを決定するには、以下を考慮しなければなりません： 

• ハザードやリスクが発生する可能性 

• 危険またはリスクから生じるであろう損害 

https://www.worksafe.vic.gov.au/victorias-new-workplace-manslaughter-offences
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• ハザードやリスクについて、その人が知っていること（または知っているべきこと）、それを除
去または低減する方法。 

• ハザードまたはリスクを除去または低減する方法の利用可能性および適合性• 危険またはリ
スクを除去または軽減するためのコスト 

 

 

○労働安全衛生教育に関する制度と支援 

6. 移民労働者に対する安全衛生教育の規定・指針として、Work Safe Victoriaのコンプライアンスコ
ードを確認することができました。こういったコンプライアンスコードは参考にされますでしょ
うか？ 
[ 参 考 URL] https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-
occupational-health-and-safety-across-languages 

はい。 

 

7. 御社が移民労働者の出身国の母国語での教育を実施することはありますか？ 
これまでのところ、私達の会社では、これは必須条件ではなかった。しかし、以前の職場、特に
製造業や工場環境では、英語が第二言語である労働者が多いため、これは一般的な慣行であった。 

 

8. 個人によって，就労ビザによって英語能力が異なると思いますが、英語の理解能力に応じた安全
衛生教育のサポートはされていますか？ある場合、どのようなサポートがありますか？ 

現在までのところ、私たちの会社ではこのようなことは要求されていない。しかし、以前の職場、
特に製造業や工場環境では、これは一般的な慣行であった。政府は労働者の英語力向上のための
支援を行っている。 

WorkSafeはビクトリア州の労働安全衛生監督機関であり、移民労働者向けの各種言語資料も用意
している。 

職場の安全資料（ポスターなど）は、WorkSafe当局によって異なる言語で印刷されることが多い。 
以下の例を参照のこと： 

 

 

https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/compliance-code-communicating-occupational-health-and-safety-across-languages
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9. 移民労働者向けの安全衛生に関する教材はありますか？教材は英語だけでなく，出身国の母国語
の教材もございますでしょうか？ 

ワークセーフから入手可能 

 

 

 

○労働安全衛生に関する相談窓口 

10. 移民労働者が御社での安全衛生について相談できる窓口はありますか？母国語で問い合わせるこ
とは可能ですか？ 

該当なし。 
 

 

 


